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グ レ ゴ リ ゥ ス 改 革 と バ イ エ ル ン

         後 編*

     ・歴史的地域研究試論 一一

森 田 茂

4.ザ ー リ ァ朝 と グ レ ゴ リ ゥ ス 改 革

 「叙任権闘争」 と言 うと堅苦 しく響 くが，現実には高位聖職者の叙任 「行

為」を巡るローマ教皇庁と東フランク王国の対決，と言 ってよい。所謂，叙

任 「権」 の側面は， 「叙任権闘争」 の最終段階で論戦と武闘のせめぎあいに

より約定されるものであって，これは，妥協の産物， としか言いようがない。

重要なのは，俗権による叙任 「行為」がシモニア及びニコラィティズムの悪

弊 と密接に関わっていた点である。 この点を見落 とすと，叙任を巡 る両者の

対決が，西方 ヨーロッパ東部の一小国の権力的視座と，一神教を奉ずる権威

主義的集団の視座の間で戦わされた覇権争い，としか受け止められなくなる。

しか し，そういう側面 もこの 「闘争」には無きにしも非ず。同 じ血を享け同

じような体格に育った兄弟が，その各々の背後にやはり同質の利益集団を控

えさせながら戦 った争 い，と言えないこともない。思想を欠落させた戦いは

必然的に単なる暴力の応酬に堕する。 この 「叙任権闘争」 も，末期に近づけ

ば近づくほど，無意味な暴力が横行する。だからと言 って， この 「闘争」に

思想なり信条なりが完全に欠けていたかと言 うと，そういうことも言えない。

両者が自らの叙任 「行為」を正当化する根拠は，片やペテロを通 じて神か ら

教皇に与え られた 「っなぐ力と解 く力」の信念であ り，片や 「塗油」に基づ

* 「グ レゴ リ ゥス改 革 とバ イ エ ル ン ・前 編 」 は本 紀 要 第33号51-132ペ ー ジ所 載
。
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く 「国 王 即 神 の代 理 者 」 的 な 神 政観 念 で あ る。 これ らの 「信 念 」 「観 念 」 を

基 盤 に叙 任 「行 為 」 に対 す る 自 己 の 「権 利 」 を主 張 して争 わ れ た の が 「叙 任

権 闘争 」 で あ った 。 兎 も角 ， こ の対 決 が ， キ リス ト教 カ ト リッ ク信 仰 の 腐

敗 ・堕 落 に一 応 の暫 時 の歯 止 め を掛 け， 西 方 ヨー ロ ッパ ，特 に 東 フ ラ ンク王

国 圏， の 国家 体 制 確 立 を結 果 した意 義 は大 きい 。 以 上 の よ うな 観 点 に立 って

「叙 任 権 闘 争 」 とそ の時 代 のバ イエ ル ンにつ い て以 下 に述 べ る。

 1024年 ， ハ ィ ン リ ヒ2世 が 死 去 した こ と に よ り オ ッ ト ー 朝 は 男 系 子 孫

が 絶 え ， オ ッ トー1世 の息 女 リ ゥ トガ ル ドの 曽孫 コ ン ラー ト2世Konrad II.

(*990?一在 位1024一 皇 帝1027-1039)が ， 従 兄 弟 コ ン ラ ー ト ・ ジ ュ ニ・アKonrad

der J�gere(†1039)の 国 王 立 候 補 見 送 りに よ り， 国 王 に選 出 さ れ る1)。 コ ン

ラ ー ト2世 に始 ま る こ の東 フ ラ ン ク王 国 王 朝 は 「ザ ー リ ァ朝2)Salier」 と呼

ばれ る。

 バ イエ ル ン太 公 か ら東 フ ラ ンク王 国 国 王 に な ったハ ィ ン リヒ2世 は国 王 に

な って か ら も太 公 兼 務 期 間 が長 か った た め3)， 王 国 と バ イエ ル ンの 結 び付 き

は 強 か っ た。 そ こ で1026年 に リ ッ ェ ル ブ ル クL�zelburg(=Luxemburg)

家 のバ イエ ル ン太 公 ハ ィ ン リ ヒ5世Heinrich V.(在 位1004-1009，1018-1026)

1) リゥ トガル ドの 夫 が ロー ト リンゲ ン太 公 コ ンラ ー ト赤 毛 公 で ， 彼 らの子 息 で コ

 ン ラ ー ト2世 の 祖 父 が ヴ ォル ム スの 或 い は ケ ル ンテ ンの オ ッ トー。 尚 ， コ ン ラー

 ト2世 の 従 兄 弟 コ ン ラ ー ト ・ジ ュ ニ ァも同 様 に ヴ ォル ム ス の オ ッ トー を祖 父 と し

 て い た た め， コ ンラ ー ト2世 は， 国 王 選 挙 で 対 立 候 補 に な る可 能 性 が 強 か った コ

 ンラ ー ト ・ジ ュ ニ ァに ケル ン テ ン太 公 領 を与 え る こ とを約 束 して， 彼 の国 王 へ の

 立 候 補 を 断 念 させ た。 コ ン ラ ー ト2世 は コ ン ラー ト ・ジ3ニ ァへ の こ の 約 束 を

 1036年2月 に実 行 した。

2) T.Struve， in：LMA， Bd. VII， Sp.1300f.に よ れ ば， この 王 朝 は当 初 か らザ ー

 リ ァ朝 と名 付 け られ た訳 で はな く12世 紀 か らそ の よ う に呼 ば れ 出 し中 世 後 期 に

 な っ て一 般 化 した。 言 うま で もな くザ ー リ ァは西 ゲ ル マ ン民 族 フ ラ ン ク族 の主 力

 部 族 で， そ れ に因 ん で の 呼 び名 で あ る。 尚 ，Brockhaus， Bd.19， S.96に よ れ ば，

 SalierのSal一 は 「支 配Herrschaft」 の 意 の古 高 ドイ ッ語salが 語 源 とな る。

3)国 王 ハ ィ ン リ ヒ2世 がバ イエ ル ン太 公 ハ ィ ン リヒ4世 と して バ イエ ル ン太 公 を

 務 め た期 間 は，995年 か ら1004年 ま で， と，1009年 か ら1018年 まで 。
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が死 去 す る と， 新 国 王 コ ン ラー ト2世 は，1027年 ， バ イエ ル ンを オ ッ トー

朝 か ら遠 ざ けて ザ ー リ ァ王 家 の権 力 基 盤 にす る こ とを 意 図 ， 当 時10歳 の 子

息 ハ ィ ン リ ヒをハ ィ ン リ ヒ6世Heinrich VI.(*1017一 バ イエル ン太公在位1027-

1042，1047-1049')， 国王Heinrich III.として在位1028/1039一 皇帝1046-1056)と し

て バ イエ ル ン太 公 に任 じる。 す る と， コ ンラ ー ト2世 の 義子 で シ ュ ヴ ァーベ

ン太 公 エ ル ン ス ト2世5)Ernst II，(*1007一†1030)は ， ブ ル グ ン ド王 国 の遺 領 を

巡 って ハ ィ ン リヒ2世 と争 っ た ヴ ェル フ家Welfenの 伯 ヴ ェル フ2世Welf II.

(†1030)の 支 持 を得 て叛 乱 を起 こす が， 東 フ ラ ン ク王 国 及 び バ イエ ル ンの大

勢 に は影 響 せ ず， ヴ ェ ル フ2世 の伯 領 ， ブ レ ンナ ーBrenner峠 に通 じ るイ ン

河 谷 及 び ア ィザ ク河 谷 地 域 ， が コ ン ラー ト2世 に よ り召 し上 げ られ る。 ヴ ェ

ル フ家 とバ イ エ ル ン との 関 わ り は この 時 に 始 ま っ た の で は な く， 古 くは，

ル ー トヴ ィ ヒ1世 敬 虔 帝 の 王 妃 ユ ー デ ィ トJudith(†843) ， 敬 虔 帝 の 子 息

ル ー トヴ ィ ヒ2世 ドイ ッ人 王 の王 妃 ヘ ンマHemma或 はEmma(†876)の 両 人

が ヴ ェル フ家 の 出 身 で あ った(尚 ， ヘ ンマはユーデ ィ トの妹)。 ヴ ェル フ2世 以

後 ， ヴ ェル フ家 はバ イ エル ンと密 接 に 関 わ って くる。

 コ ン ラ ー ト2世 は， 王 領 地 の 管 理 な ど の た め に多 くの 家 人6)Ministerialen

を国 政 に導 入 し， ま た， オ ッ トー朝 国 王 同様 ， 国 政 の拠 り所 を王 国 教 会 に求

め， 王 国 教 会 及 び僧 院 に財 政 的支 援 を要 請 す る。 そ の た め， 後 の教 会 改 革 派

か ら 「シモ ニ ア(=聖 職売買)」 の非 難 を浴 び る こ と にな る。 彼 はハ ィ ン リヒ

4) Max Spindler(hg.)， Handbuch der bayerischen Geschichte， Bd .1， zweite，

 �erarb. Aufl.， M�chen， ， Beck，1981. S.668に よ れ ば表 記 の通 りで あ る が， K.

 Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen， ， S.317に よれ ば1047-1049年 の

 間 は空 位 ， と さ れ る。

5)LMA， Bd. III， Sp.2179に よ れ ば， エ ル ンス ト2世 の実 母 ギ ー ゼ ラに と っ て は

 国 王 コ ンラ ー ト2世 は三 人 目 の夫 。 エ ル ンス ト2世 は シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 エル ン

 ス ト1世(奉984以 前 一†1015)の 実 子 。

6) 国 政 運 営 上 ， 政 治 面 ・軍 事 面 ・経 済 面 で 活 用 され た 非 自由 民 を 言 い ， 彼 ら は従

 属 性 が 強 か った た あ 為 政 者 に と って は使 い 易 か った 。能 力 的 に 優 れ た 家人 は中世

 盛 期 に は騎 士 に取 り立 て られ ， 更 に貴族 に も叙 せ られ た。
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2世 の よ う な宗 教 的 素 養 は持 た な か った が ， シ ュパ イ ァSpeyerに 大 聖 堂 の

建 立 を開 始 して ザ ー リ ァ王 家 の 墓 所 を 予 定 す るな ど， 宗 教 面 で の 貢 献 もあ っ

た。 ま た彼 は，1026年 ， ロ ンバ ル デ ィアLombardei(<ラ ンゴバル ド)に 攻

め入 って 王 位 に即 き， 更 に1033年 ， ブル グ ン ド王 国 を獲 得 ， 国 域 を 広 げ る

な ど の成 果 を挙 げ た。

 国 王 コ ン ラー ト2世 の後 を 襲 って 即 位 した の は， 既 に1028年 ， 後 継 国 王

に選 出 され て い た そ の長 子 ハ ィ ン リ ヒ3世(*1017-1028/1039一 皇帝1046-1056)

で ， 彼 は即 位 した と き既 に， バ イエル ン及 び シ ュ ヴ ァーベ ンの 太 公 ， ブ ル グ

ン ド国 王 を兼 務 して い た。 彼 の 治 世 下 で 東 フ ラ ンク王 国 の 権 勢 は その 頂 点 に

達 す る。 彼 の二 度 目 の妻 ア グ ネ スAgnes(*1025?一 結婚1043一 †1077)は ， 教 会

改 革 の 中 心 地 の 一 つ と もさ れ る ク リュ ニ ーCluny僧 院 を 建 立 し た ア キ タ ニ

ア太 公 家 の出 で あ っ た。 そ の 妻 の 影 響 を受 けて もい た の で あ ろ う， 彼 は改 革

運 動 に 理 解 を 示 し， 僧 院 改 ：革運 動 の 理 論 的 指 導 者 ペ トル ス ・ダ ミ ア ー 二

Petrus Damianiや ク リュ ニ ー僧 院 第6代 院 長 フ ー ゴ ー (或はユーグ)7)Hugo

7) 日立 デ ジタル平 凡社 「世 界大 百科 事典 一一CD-ROM版 」1998年 ，及 びLMA，

 Bd. VI， Sp.1970f.及 びBd. V， Sp.165f.等 によれば， ラヴェ ンナ生 まれのペ トル

 ス ・ダ ミアー二(*1007一 †1072)は イ タ リアのベ ネデ ィク ト会の僧， 穏健改革：派

 の枢機卿。1035年 フォンテ・ア ヴェラFonte Avellana僧 院 に入 り，43年 頃 その

 院長 とな る。叙任権闘争 の始 ま りつつ ある時代 にあって彼 は，聖職者 が世俗 の皇

帝 か ら叙任 される ことは 「聖職売買」 と して これを弾劾， そのよ うな聖職者 が授

 け る秘蹟 の有効性 にっいて も疑問 を呈 し，僧院規律 の厳格化 を主張 した。神学 に

 おける当時 の人文主義 的傾 向に反対 し，論理学 や弁証法 が神学 の中に入 り込 む余

 地 は無 い とし， 著作 「神の全能 にっいてDe divina omnipotentia」 で， これ ら

 は言 わば 「主人 の侍女」 に過 ぎない， と述 べ る。 「神学 の侍女」 とい うス コラ学

 のモ ッ トーは この彼 の言葉 に由来す る。 ク リュニーのフーゴーは， ク リュニー僧

 院 の第6代 院長(在 任1049-1109)で ，1088年 に当時 の ヨーロ ッパ最大 の，殆 ど

 ゴ シック大聖堂 に匹敵す る規模(長 さ約182m)の ク リュニー僧院第3聖 堂 の建

設 を開始 した ことで知 られる (完成 はll30年 頃)。 彼 は1051年 ， ハ ィンリヒ4

世 の洗礼 に当た ってその代父 を務 める。 この ことが しか し彼 を皇帝側 に就かせ る

 こと もな く， また教皇側 との対立関係 に陥 らせ ることもなか った。困難 な時代 に

 おける彼 の活動 は対立す る皇帝 と教皇の調停役 にあ ったと同時 に，多 くの知 己を
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von Clunyと 親 交 を 結 ぶ 。 ハ ィ ン リ ヒ3世 は 厂国 王 に して 祭 司rex et sacer-

dos」 の重 責 を充 分 に 自覚 して い た 。 広 い教 養 を 備 え た 新 国 王 は
， 稀 に見 る

宗教 的 熱 意 に支 え られ て ， 法 と平 和 と正 義 に基 づ く施 政 を行 う。 彼 も王 国 教

会 制 度 に支 え られ て統 治 を 行 っ たが ， 彼 の教 会 刷 新 へ の意 図 は， こ れ まで の

諸 国 王 とは そ の立 脚 点 が異 な った 。 つ ま り， 彼 の教 会 改 革 へ の熱 意 は， 東 フ

ラ ン ク王 国 の崩 壊 を避 け るた め で はな く，教 会 の 持 っ 権 威 そ の もの の 確立 の

た め だ った。 ま た， 彼 の1046年 の ロ ー マ 教 皇 座 へ の 介 入8)は ， 彼 の エ ゴイ

ズ ム に発 した ので は な く， ロー マ の豪 族 た ち の手 か ら教 皇 座 を 引 き離 し
， キ

リス ト教 界 の 首 長 と して の教 皇 の権 威 を回 復 す るた め， ま た教 皇 権 の独 立 強

化 の た め で あ った。 ハ ィ ン リ ヒ3世 に と って は教 皇 座 の改 革 は， 支 配 の た め

の手 段 で は な く， 国 王 に して 祭 司 ， と して 果 たす べ き当 然 の責 務 で あ った
。

従 って， 後 の 改 革 教 皇 座Reformpapsttumの 基 盤 造 りを した の は他 な らぬ 皇

帝 ハ ィ ン リ ヒ3世 そ の人 だ った。

 彼 は教 皇 座 の改 革 の た あ に連 続 して4人 の教 皇 を ロー マ に送 り込 む と同 時

に， オ ッ トー朝 に始 ま る王 国 教 会 制 度 を完 成 さ せ る， とい う現 実 政 治 の要 請

に も応 え た。 しか し， この 王 国 教 会 政 策 は， バ イエ ル ンか ら見 れ ば， 歓 迎 さ

 通 して彼 は僧 院 の 基 盤 を 固 め， ク リュ ニ ー 僧 院 は， 彼 の 院 長 時 代 に多 くの 下 位

 (=系 列)僧 院 を抱 え， 先 述 の よ う に第3聖 堂 を 建 設 しな けれ ば 僧 会 が 開 けな い

 ほ どの 大 勢 力 に発 展 した。

8)ハ ィ ン リヒ3世 に任 命 さ れ た教 皇 は， ク レメ ン ス2世(在 位1046-1047)， ダ

 マ ス ス2世(在 位1048)， レオ9世(在 位1049-1054)， ヴ ィ ク トル2世(在 位

 1055-1057)o Rudolf Schieffer， Altbayern， Franken und Schwaben， in：

 Walter Brandm�ler(hg.)， Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte，

 Bd，1，1， St. Ottilien， EOS-Verl.，1998. S.230に よれ ば ， 彼 らは いず れ も司 教 職 を

 兼 任 して い るた め， 東 フ ラ ン ク王 国 の 王 国 教 会 制 度 の 中 に身 を 置 くこ と に もな

 る。 彼 ら の 内 ， ク レ メ ン ス2世(=バ ン ベ ル ク 司 教 ス イ ドガ ーSuidger)は

 1046年12月25日 ロ ー マ で ハ ィ ン リ ヒ3世 に帝 位 を授 け る。 ま た 彼 は， ハ ィ ン

 リ ヒ3世 と手 を 携 え ， 広 が りを見 せ て い る聖 職 売 買 ， 聖 職 者 を巡 るそ の他 の悪 弊

 の 除 去 ・矯 正 に乗 り出 そ う と したが ，1047年10月 死 亡 す る。 教 皇 と して は ア ル

 プ ス北 に 只一 人， そ の 遺 骸 が バ ンベ ル ク の大 聖 堂 に横 た わ る。
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るべ き もの で は なか っ た。 何 故 な らば， オ ッ トー朝 の 国 王 に続 いて コ ンラ ー

ト2世 もハ ィ ン リ ヒ3世 も， 東 フ ラ ンク王 国 に と って 重 要 な 領 域 を 信 頼 で き

る聖 界 諸 侯 の 所 領 に 編 入 し， そ の 際 ， バ イエ ル ン領 が 次 々 と削 り取 られ て

行 っ た か らで あ る。 既 に ハ ィ ン リ ヒ2世 が1004年 に ヴ ェ ロー ナ辺 境 領 に属

して い た ト リエ ン トを ト リエ ン ト司 教 に授 与 し，1027年 に は コ ン ラ ー ト2

世 が バ イ エ ル ン所 属 の ボ ー ッ ェ ン と シ ュ ヴ ァー ベ ン所 属 の ヴ ィ ンチ ガ ゥ

Vintschgauを や は り ト リエ ン ト司 教 に与 え た 。 コ ン ラー ト2世 は 更 に義 子

シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 エ ル ンス ト2世 の起 こ した叛 乱 に加 勢 した 伯 ヴ ェ ル フ2

世 か ら取 り上 げた ブ レ ンナ ー峠 に通 じる イ ン河 谷 及 び ア ィザ ク河 谷 を ブ リク

セ ン司教 に授 け る。 後 の ハ ィ ン リ ヒ4世 は， 更 に プ ス タ河 谷 も同 司 教 に与 え ，

1077年1月 の カ ノ ッサCanossaの 変 革 を節 目に， ク ラ ィ ンKrain， イ ス トリ

ア， プ リア ゥル辺 境 領 を アキ レィ ア大 司 教 領 に編 入 す る， と い う具 合 。 バ イ

エ ル ンが イ タ リアへ の 通 路 と して 重 要 な 位 置 を 占め て いた こ とが そ の 大 き な

要 因 で あ った。

 神 権 政 治 を進 あ た ハ ィ ン リヒ3世 で はあ った が， 彼 の統 治 の 晩 期 に は， 東

フ ラ ン ク王 国 の諸 侯 を始 め とす る豪族 た ち が， 聖 職 者 との協 議 を 重 視 し各地

部 族 の利 害 を無 視 す る彼 の 専 制 的 支配 に抵抗 し始 あ， 陰 湿 な叛 乱 の 予兆 が 現

れ て く る。 東 方 で は既 に多 くの 問 題 が起 こ って い た た め， ハ ィ ン リ ヒ3世 は，

バ イ エ ル ンの ノル トガ ゥに ボ ヘ ミア 人 対 策 と して カ ー ムCham辺 境 伯 領 と

ナ ー プ ブル クNabburg辺 境 伯 領 及 び ボヘ ミア辺 境 伯 領B6hmische Markを 設

置， ハ ン ガ リー 人 対 策 と して ラ ィ タ河Leithaと マ ル ヒ河March(い ずれ も ド

ナ ウ支流)に 沿 って ハ ンガ リー辺 境 伯 領 を 設 置 す る。 この施 策 は これ ら森 林

地 帯 の植 民 を も可 能 に した 。

 ハ ィ ン リヒ3世 は， ロ ーマ教 皇 ヴ ィ ク トル2世 と レーゲ ン ス ブ ル ク司教 ゲ

ブハ ル ドGebhardに 看 取 られ て ， 教 皇 ヴ ィク トル2世 と王 妃 ア グ ネ ス に 幼

い後 継 者 の後 見 を託 しっ っ1056年10月 死 去 す る。

 ハ ィ ン リヒ3世 の後 を継 いだ の は， そ の 長子 ハ ィ ン リヒ4世Heinrich IV.

(*1050一国 王1054/1056一 親 政1065一 皇帝1084一 †1106)で ， 後 見 役 に 指 定 さ れ た教
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皇 ヴ ィ ク トル2世 は1057年 に 他 界 した た め ， こ の幼 い 国 王 の後 見 を 王 妃 ア

グ ネ スー 人 が 引 き受 け る こ と に な る。 しか し王 妃 ア グ ネ ス は反 抗 す る ハ ンガ

リー人 を抑 え る こ とが で きな い。 彼女 は， 摂 政 役 の 他， バ イ エ ル ン太 公 職 を

も兼 務 して い た が， 太 公 職 を手 放 す 決 心 を し，1061年 初 め バ イ エ ル ン太 公

に ザ クセ ン人 の ノ ル トハ イム の オ ッ トー伯Graf Otto von Nordheim(*1020一

在位1061-1070一 †1083)を 任 命 す る。 敬 虔 な キ リス ト教 徒 ア グ ネ ス は， 国 王 の

持 つ 教 会 高 権 を行 使 して バ ンベ ル ク， ア イ ヒ シュ テ ト， ザ ル ツ ブル ク， レー

ゲ ンス ブル クの 司 教 を 任 命 す る。 更 に ア グ ネ ス は， ニ コ ラ ゥス2世Nicolaus

II.(在 位1058-1061)の 死 後 ， そ の 後 任 と して 改 革 反 対 派 の北 イ タ リア 司教 た

ち か らパ ル マParma司 教 カ ダ ル スCadalusの 教 皇 就 任 の 要 請 を 受 け
， 迂 闊

に もそ れ を承 認 して しま う。 彼 は ホ ノ リ ゥス2世Honorius II.(在 位1061-

1064)を 名 乗 るが， ロー マ で は既 に ル ッカ 司教 ア ンセ ル ム1世Anselm I.が

ア レク サ ンダ ー2世Alexander II.(在 位1061-1073)と して教 皇 に選 出 され て

いた一 一教 皇座 の分 裂 で あ る。 前 王 死 去 後 た っ た5年 を経 て の こ と
。 この よ

うな ア グ ネ スの行 動 は， 教 会 改革 推 進 者 と して の ザ ー リァ朝 の 役 割 か らの離

別 ， 時 代 を規 定 す る力 との連 帯 の喪 失 を意 味 した9)。 この よ う な事 態 を生 ん

だ皇 太 后 ア グネ ス を ケ ル ン大 司 教 ア ンノ2世Anno II.を 中心 とす る グ ル ー プ

は批 判 ，1062年4月 初 旬 ， カ ィ ザ ス ヴ ェ ァ トKaiserswerthで ハ ィ ン リ ヒ4

世 を 誘 拐 ， 統 治 能 力 を 欠 くア グ ネ ス の摂 政 退 任 を要 求 ， 国 王 が成 人 す るま で

司 教 団 に よ る共 同 後 見 を 組 織 ， 実 践 す る。 彼 らは， 当 然 の こ と なが ら， 教 皇

座 の 分 裂 解 消 を急 務 と考 え，1062年 の ア ゥ ク ス ブ ル ク王 国 教 会 会 議 で ア レ

クサ ン ダー2世 の優 勢 を承 認 ，1064年5月 の マ ン トゥ ァMantuaで の 教 会 会

議 で教 皇 座 分 裂 を解 消 す る が， 摂 政 に 関 して は ブ レー メ ン大 司教 ア ー ダル ベ

ル トAdalbertが 後 見 役 を独 占す る。

 1065年3月 ， ハ ィ ン リ ヒ4世 は帯 刀 の 儀 を 経 て親 政 を 開 始 す る。 そ れ ま

で に聖 俗 諸 侯 の 力 は強 ま るば か り， 王 権 の 基 盤 た る王 領 地 は諸 侯 に よ る名 義

9) R.Schieffer， Altbayern ， Franken und Schwaben，5.233.
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書 換 え で 大 幅 に減少 して しま う。 バ イエ ル ンの場 合 ， フ ラ ゥェ ンキ ー ム ゼ ー

Frauenchiemsee僧 院 が1062年 に ザ ル ッ ブ ル ク の， ク レム ス ミ ュ ン ス タ僧 院

と マ ッ ッ ェ ー僧 院 が1063年 にパ ッサ ゥの， ポ リ ン グPolling僧 院 が1065年

に ブ リクセ ンの， ベ ネ デ ィク トボ ィ ァ ンが1065年 に フ ラ イジ ングの ， ニ ー

ダ ア ル タ イ ヒ とケ ンプ テ ンが1065年 に バ イエ ル ン及 び シ ュ ヴ ァ ーベ ンの所

有 に帰 して い た10)。 ハ ィ ン リヒ4世 はザ ク セ ンに あ る オ ッ トー朝 に遡 る王 領

地 を も取 り戻 しそ の一 円化 を 図 ろ う とす る。 そ の時 ， そ の近 隣 に領 地 を持 っ

バ イエ ル ン太 公 ノル トハ イ ムの オ ッ トー と衝 突 す る。 オ ッ トー太 公 は幼 少 の

彼 を カ ィザ ス ヴ ェ ァ トで誘 拐 した諸 侯 の 一 人 だ っ た。 そ の こ と もあ って か ，

1070年 ， ハ ィ ン リヒ4世 は太 公 オ ッ トー を解 職 し， ヴ ェ ル フ家 の ヴ ェ ル フ4

世Welf IV.(バ イエル ン太公 と して ：ヴェルフ1世 ， 在位1070-1077，1096)を そ

の後 任 に充 て る。 彼 は， 機 を見 るに敏 で 闊達 自在 な 男 。 以 後 ヴ ェ ル フ家 は，

一 時 期 を除 き
， 五 世 代 に亙 って バ イエ ル ン太 公職 を務 あ る。

 ハ ィ ン リ ヒ4世 の親 政 は， と言 う と， ロー マ行 き は計 画 倒 れ で 皇 帝 即 位 も

疎 か に し， 王 領 地 奪 回 作 戦 もザ クセ ンで不 評 を招 き， 国 王顧 問役 の 人選 も司

教 の任 命 も評 判 芳 しか らず， 王 妃 ベ ル タBerthaと の性 交 渉 不 成 立 を 理 由 に

した離 婚 問 題11)は司 教 団 を 当惑 さ せ， と い う具 合 。 王 国 教 会 の箍 が緩 み， 司

教 らの感 覚 も前 王 時 代 と は大 き くず れ， キ リス ト教 界 最 高 の権 威 者 と して の

ロ ー マ教 皇 座 の重 み は増 す 一 方 で あ った以 上 ， 彼 の施 策 に批 判 の 出 るの も当

然 で あ っ た。

 そん な時 ， ハ ィ ン リ ヒ4世 は ミラー ノ司教 座 問題 で教 皇 ア レクサ ンダ ー2

世 と対 立 す る。 ミラ ー ノ に は当 時 パ タ リ ァPatariaと い う平 信 者 か らな る運

動 体 が あ り， 彼 らは， ミラ ー ノ の商 工 業 の発 展 及 び都 市 内部 の諸 階層 の対 立 ，

或 い はザ ー リ ァ朝 支 配 に対 す る民 族 的 反 感 を背 景 に， 聖 職 者 の ニ コ ラ ィテ ィ

ズ ム(妻 帯 ・蓄妾)並 び に シモ ニ アに 反 対 し， そ の刷 新 を図 ろ うと して い た。

10) Ebd.， S.234.

11) 山田欣吾， ザ クセ ン朝下 の 「王国」 と 厂帝国」，in： 成瀬治 ・他編， ドイッ史

  1，185ペ ー ジ。
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彼 らは教 皇 座 の 支 援 を 受 け るが ， ザ ー リァ朝 は こ の運 動 の弾 圧 を 計 る。 ミ

ラ ー ノ は両 派 の 対 立 の場 と化 し暴 動 が絶 え な い。 教 皇 座 もペ トル ス ・ダ ミ

ア ー 二 や ヒル デ ブ ラ ン ドHildebrand(； 後 の グレゴ リゥス7世)を 派 遣 し調 整

を図 る。1071年 ， 余 りに淫 行 と シ モ ニ ア の弊 害 の多 い大 司 教 ウ ィ ドWido或

はGuidoを 差 し置 い て， 国 王 派 の ミラ ー ノ の豪 族 が ミラ ー ノ大 司 教 座 副 助 祭

ゴ トフ リー ドGottfriedを 大 司 教 に 推 挙 す る と
， ハ ィ ン リ ヒ4世 は ゴ トブ

リー ドを 大 司 教 に叙 任 し， ミラ ー ノ大 司 教 座 の分 裂 を 生 み 出 す 。 しか しウ ィ

ドの 死 後(1072年)， パ タ リァが 教 皇 特 使 ヒル デ ブ ラ ン ドの 同 席 の も と ウ ィ

ドの 後 任 に ア トーAttoを 選 出 す る と， ア レ クサ ン ダ ー2世 は， ア トー選 出

の手 続 きの正 当性 を評 価 して ア トー を大 司教 に叙 階 し， ゴ トフ リー ドを 破 門

す る12)。 しか しゴ トフ リー ドは， 王 権 を バ ッ クに して い た か らで あ ろ うか，

居 座 り続 け る。 教 皇 は1073年 の四 旬 節 公 会 議 で ハ ィ ン リ ヒ4世 の顧 問 らを

シ モ ニ ア行 為 で 破 門 に処 す る13)。

 ミラ ー ノ大 司 教 叙 任 問 題 を き っか け に改 革 教 皇 座 の 対 応 はハ ィ ン リ ヒ4世

の身 辺 に まで及 び， ザ ー リァ朝 国 王 と ロ ーマ教 皇 の対 立 が生 まれ る
。 しか し，

俗 権 と聖 権 の拮 抗 関 係 が 強 ま りっ つ あ る徴 候 は， 既 に1020年 代 か ら現 れ て

い た。 そ れ ら予 徴 及 び叙 任 行 為 の変 遷 等 を以 下 に概 述 す る
。

 塗 油 され た皇 帝 ・国 王 が教 会 統 轄 権regimina ecclesiasticaを 持 っ 司 教 等 を

任 命 す る に至 った の は オ ッ トー3世 に始 ま りハ ィ ン リ ヒ2世 時 代 に定 着 した，

と考 え られ る19)。東 フ ラ ンク王 国 カ ー ロ リ ング朝諸 王 の 時代 に遡 る と， 高 位

聖 職 者 の 叙 任 は， 国 王 の 発 議 が あ った と して も， 先 ず 第 一 に当 該 地 域 の 聖 職

者 及 び信 者 の 意 向 が 反 映 され， 次 い で 豪族 の 意思 の 尊 重 ， 会 議体 で の 候 補 者

の決 定 が な され た後 に， 国 王 が儀 礼 的 に 司教 杖 を授 与 す る こ とを常 態 と した
。

こ の よ うな 手 続 き に よ る高 位 聖 職 者 の 選 出 ・叙 任 が 「教 会 法 的 選 出electio

12)Johannes Laudage ， Gregorianische Reform und lnvestiturstreit，

 Darmstadt， Wissenschaftliche Buchgesellschaft，1993.5.33.

13) Ebd.，5.73.

14) Ebd.，5.12-18.
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canonica」 の 内容 で あ る。 この場 合 ， 注 意 す べ き点 の一 つ は， 国 王 に よ る高

位 聖 職 者 の 叙 任 は一 連 の手 続 きを締 あ く くる もの と して そ の 最 終 段 階 で 儀 礼

的 に行 わ れ た， 点 で あ り， も う一 点 は， 国 王 に よ る叙 任 行 為 は， 一 般 に は，

物 件 に対 す る裁 量 権Verf�ungsrechtの 供 与 ， と理 解 され て い た点 で あ る。

そ の後 ， 東 フ ラ ン ク王 国諸 王 は， 司教 ・僧 院長 へ の 彼 らの叙 任 行 為 を徐 々 に

任 命 権Besetzungsrechtへ と変 質 さ せ， 神 政 観 念 の 強 い ハ ィ ン リ ヒ3世(在

位1039-1056)の 時代 に な る と， 叙 任 の 際， 杖 の み な らず 指 輪 の授 与 も付 加 さ

れ るの が通 例 とな る15)。叙 任 に お け る国 王 の影 響 力 は地 域 ・状 況 に よ って 異

な り， 国 王 が選 出 され た候 補 者 に 同意 を与 え るだ けの場 合 もあ れ ば ， 拒 否 す

る場 合 もあ る。 更 に国 王 の意 中 の候 補 者 の選 出 を義 務 付 け る場 合 もあ れ ば ，

国 王 の地 位 が強 固 で あ れ ば国 王 の独 断 に よ り候 補 者 が決 定 され る場 合 もあ っ

た。 イ タ リア の場 合 ， 候 補 者選 定 は当 初 豪 族 の 手 中 にあ った が ， オ ッ トー3

世 及 びハ ィ ン リ ヒ2世 の時 代 に な って 東 フ ラ ン ク王 国 国 王 が そ の決 定 権 を握

る よ うに な り， 当 該 地 域 以 外 の聖 職 者 を地 域 の司 教 等 に任 命 す るに至 る。 フ

ラ ンス の場 合 ， カ ペ ー朝 諸 王 が 中 心 的 地 域 に お いて 任 命 権 を行 使 した が， そ

の割 合 は77司 教 区 中25司 教 区 にお いて で あ って16)， 決 して多 い とは言 え な

い。 南 フ ラ ンスや ブル グ ン ドで は， 地 域 豪 族 が 選 定 権 を ほ ぼ留 保 して い た ら

しい。 イギ リスで は諸 豪 族 が この 問 題 に対 して 殆 ど無 関 心 で あ った た め， 国

王 エ ドガ ーEdgar(在 位959-975)は ， 地 域 の豪 族 と問 題 を起 こ した場 合 に の

み 僧 院 改 革 に熱 心 な 聖 職 者 の 力 を 借 りっ っ ， 独 占的 に司 教 等 の任 命 を行 った。

従 って ， 「叙 任 権 闘争 」 が 始 ま る以 前 の 西 ヨー ロ ッパ にお いて 支 配 者 が任 命

権 を 独 占 した の はイ ギ リス と東 フ ラ ンク王 国 の 一 部 だ けで あ っ た。 この よ う

な 独 占を 可 能 に した 背景 と して は， 国 王 ・皇 帝 に は 「塗 油 」 に基 づ く王 権 の

神 政 的 合 法 性 が あ る， との一 般 観 念 が 先 ず 挙 げ られ よ う。

 この よ うな一 般 観 念 も皇 帝 ・国 王 の職 務 と司教 の職 務 との 違 いが 明 確 に意 「

識 され るに 従 って変 化 した結 果 ， 国 王 に よ る高位 聖職 者 叙 任 に批 判 の 声 が 挙

15) Ebd.，5.13 u. Anm.1.7.

16) Ebd.，5.14.
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が って 来 た の も当 然 で あ ろ う。 そ れ ら批 判 の声 に充 分 な根 拠 を与 え た の が教

会 法 令 集 で ， そ こ に は， 国 王 職 の過 度 の聖 化 ， 並 び に国 王 に よ る司 教 区 ・僧

院 の裁 量 権 賦 与 を 否 定 的 に見 る原 理 的 規 定 が 充 満 して い た。 以 下 に そ の具 体

的 な批 判 内容 を 見 て行 く。

 ハ ィ ン リヒ2世 時 代 に， ヴ ォル ム ス 司 教 ブル ヒ ァル ドBurchard(†1025)

が 「ブ ル ヒ ァル ド教 令 集20書Burchardi Decretorum libri viginti」 を 編 纂 す

る。 そ の生 ま れ及 び経 歴 か ら して オ ッ トー朝 並 び に初 期 ザ ー リァ朝 王 国教 会

の 典 型 的 代 表 者 と 目 さ れ る彼 が， 同書 で， 教 会 法 を 国 法jus civileの 上 位 に

置 き， そ の第15書 で 皇 帝 ・国 王 を俗 人 と断 じ， 第3書 で 「俗 権 の手 を借 り

て そ の職 に 就 いた 司 教 はす べ て 廃 位 され 破 門 さ るべ き」 と， 教 令 に依 拠 しっ

っ， 自 らの思 考 を 敷 衍 す る17)。

 1020年 代 に ， ラ ィ ヒェ ナ ゥ僧 院 長 ベ ル ノBerno(†1048)が 「聖 ウル リ ヒ伝

Vita sancti Udalrici episcopi Augustensis」 を 書 く。 ベ ル ノ は， ウ ル リ ヒの

ア ゥク ス ブ ル ク司 教 就 任 は， 司教 就 任 の本 来 的構 成 要 因 た る僧 集 団 と住 民 の

意 向 の 表 明 を受 け て な さ れ た もの で， 国 王 は 同意 を与 え た の み， と し， 俗 人

の 関与 に代 って 教 会 法 的 選 出原 則 が 貫 か れ た， とす る18)。これ は， 聖 者 伝 の

分 野 に お い て も国 王 に よ る司 教 決 定 が 批 判 的 に扱 わ れ た こ と を示 す 。

 1048年 か ら1056年 の 間 に， リエ ー ジ ュ司教 ワ ツ ォWazo(†1048)は 「リ

エ ー ジ ュ司教 列 伝Gesta episcoporum Leodiensium」 を 書 く
。 そ の中 で 彼 は，

1046年 に起 こ っ た ラ ヴ ェ ンナ 司教 ヴ ィ ドガ ーWidgerの 解 任 問 題 に関 連 して
，

東 フ ラ ンク王 国 国 王 ハ ィ ン リヒ3世 に は聖 職 者 の不 適 切 な行 為 を裁 く権 能 は

無 い， と し， 更 に， 司 教 は世 俗 の事 柄 に関 して の み国 王 に誠 実 義 務 を負 うの

で あ って ， 神 か ら授 け られ た職 域 に関 わ るす べ て の事 柄 に関 して は教 皇 に の

み責 任 を 負 う， と明 言 す る19)。

 1046年 に， ハ ィ ン リヒ3世 主 催 の ス ー ト リSutriで の公 会 議 で 時 の ロー マ

17) Ebd.，5.16 u. Anm.1.35.

18) Ebd.，5.18.

19) Ebd.，5.20.
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教 皇 グ レゴ リ ゥス6世Gregorius lV.(在 位1045-1046)が シモ ニ アの嫌 疑 を受

けて教 皇 座 を追 わ れ， 追 放 先 に は ヒル デ ブ ラ ン ドも同行 す る。 この事 件 の一

年 半 後 ， フ ラ ン スの一 部 司教 が， 教 皇 職 へ の着 任 並 び に教 皇 職 か らの解 任 は

教 会 法 上 どの よ うな法 的前 提 か ら可 能 か， と い う鑑 定 を と或 る(匿 名)鑑 定

者 に依 頼 す る。 鑑 定 内容 は， 皇 帝 は聖 職 者 を裁 く権 限 を持 た な い し， 皇 帝 は，

教 皇 選 出 の際 に お い て も， 聖 職 者 の決 定 に 同意 す る とい う下 位 的 権 限 以 上 の

もの は要 求 で き な い， で あ った20)。ハ ィ ン リ ヒ3世 の 行 為 は非 合 法 的 ， と判

定 され る。

 以 上 述 べ て き た ことか ら明 らか な よ うに， 教 会 の 自 由libertas ecclesiaeを

求 め る声 は時 と共 に高 ま るば か りで ， 聖 権 か らの 俗 権 の 排 除 を 正 当 化 す る論

拠 も明 確 に され っ つ あ った 。 レオ9世(在 位1049-1054)が 教 皇 位 に就 くと，

叙 任 問 題 は新 しい 段 階 を 迎 え る。

 1058年 か ら1061年 の 間 に 完 成 した 「教 皇 レ オ9世 伝Vita Leonis IX. pa-

pae」 に よ れ ば， 彼 は， ハ ィ ン リヒ3世 に指 名 され て教 皇 位 に就 く こ とに な

る が， ヴ ォル ム ス の王 国会 議 で次 ぎの よ うな爆 弾 宣 言 を す る ：自分 は， ロー

マ の聖 職 者 及 び市 民 の一 致 した声 に よ って選 出 さ れ た場 合 に の み， 教 皇 位 に

就 く， と。 宣 言 内容 自体 に新 しい論 点 は無 く， 就 任 決 定 後 に そ の よ うな手 続

きが 採 られ る の が通 例 だ っ た ので ， 実 態 的 に は無 意 味 な発 言 で は あ った が，

教 会 法 的 選 出 を前 提 す る， と の公 言 は， 教 皇 座 を東 フ ラ ンク王 国 王 政 と の し

が らみ か ら解 き放 っ 上 で 非 常 に意 義 深 く， 過 去 に例 を見 な い重 み を持 った。

その 結 果 ， こ の発 言 の信 憑 性 は様 々 に議 論 され ， これ は 「レオ9世 伝 」 の著

者 の 信 念 の表 明 に過 ぎ な い21)， との 受 け取 り方 も生 まれ る ほ どで あ る  実

態 は解 明 不 能 。

 1054年 に， 東 西 キ リス ト教 会 が分 裂 す る。 そ の き っか け は， ビザ ンッ帝

国 教 会 が長 く続 けて来 た独 自の祭 式 及 び規 律 が ロー マ教 皇 が主 張 す る教 皇 の

首 位 権 に敵 対 す る に 至 り， ロ ー マ教 皇 レ オ9世 が 総 主 教 ケ ル ラ リオ スMi-

20) Ebd.， S.20f. u. S.80ff.

21) Ebd.， S.21f. u.5.83.
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chael Kerullarios(†1058)と ブル ガ リア大 主 教 オ ホ リ ドLeon von Ochridを 破

門 した こ とに あ る。 彼 らに宛 て た書 簡(通 常単 に ・Libellus・ と呼ばれ るもの，

これが彼 らの手元 に達 したか どうかは疑 問 とされ る)の 中 で レオ9世 が
， 聖 ペ テ

ロの 「っ な ぐ力 と解 く力 」 は教 皇 座 の祭 司 的 任 務 に対 して の み言 わ れ る もの

で あ って ，世 俗 的 な 世 界 支 配 機 能 に関 して 言 わ れ る もので は な い こ とを明 確

に して い る点 が， 叙 任 権 問 題 との 関 連 で ， 目を 引 く点 で あ ろ う22)。

 1057年8月 ， ロ ー マ の 改 革 派 は ヴ ィ ク トル2世 の後 任 に， 未 だ 幼 い ハ ィ

ン リ ヒ4世 か ら予 め 同 意 を 得 る こ と な く， ス テ フ ァ ー ヌ ス9世Stephanus

IX.(在 位1057-1058)を 教 皇 位 に就 け る。 叙 階 が終 った翌 日
， 教 皇 座 は ヒル デ

ブ ラ ン ドを 団 長 とす る使 節 団 を東 フ ラ ンク王 国 宮 廷 に派 遣
， 国 王 の 同意 を取

り付 け る。 そ の結 果 ， 教 会 法 的 選 出 手 続 き は国 王 の認 可 を得 た形 に な る。 新

教 皇 は， 書 簡 や 公 文 書 の 署 名 に際 して 「神 の僕 中 の僕servus servorum Dei」

とい う タイ トル を付 し， そ の職 位 の普 遍 性 を 明 らか に す る23)
。

 1057年 か ら1059年 の間 に枢 機 卿 兼 シ ル ヴ ァ ・カ ンデ ィ ダ司 教 フ ンベ ル ト

Humbert von Silva Candida(†1061)が 「聖 職 売 買 者 駁 論3書Libri tres ad -

versus simoniacos」 を著 し公 表 す る。 そ の 中 で フ ンベ ル トは， 教 皇 レオ1世

Leo I.(在 位440-461)に 依 拠 しっ つ ， 次 ぎの よ うに述 べ る ：「聖 職 者 か ら選 ば

れ もせ ず， 住 民 か ら請 わ れ もせ ず， 大 司教 の 同 意 の も と司 教 た ちか ら叙 階 さ

れ もさ れ ぬ人 物 が 司教 た り得 る， とは， 理 性 的判 断 の 到 底 為 し得 る と こ ろで

は無 い。 世 俗 諸 侯 が指 輪 と杖 に よ って行 う叙 任 行 為 は教 会 法 に定 あ られ た 司'

教 叙 階 手 続 きを 逆 転 させ て い る。 教 会 法 が 定 め る諸 機 関 に代 って俗 権 が 司教

座 授 与 の キ ャ ス テ ィ ング ヴ ォ ー トを 握 って しま って い る の だ24)」

 1057年 ， ペ トル ス ・ダ ミア ー 二(†1072)が ヒル デ ブ ラ ン ドの工 作 で オ ス

22)Ebd.， S.85ff. u. Anm . III.46.「 っ な ぐ力 と解 く力Binde-und L�egewalt」 に

 つ いて は聖 書 ・新 改 訳 「マ タ イ の福 音 書 」 第16章 第19節 以 下 参 照 。 こ こで言 わ

 れ る 「力 」 は 「権 限 」 「権 能 」 を 意 味 す る。

23) Ebd.，5.23 u.5.88.

24) Ebd.， S.23ff.
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ティァOstia司 教兼枢機卿になる。ペ トルス ・ダミアー二は上述のフンベル

トほどの厳 しさでは俗権による任命 ・叙任行為を批判 しない。彼が批判する

のは，それに付随 して生ずる教会法に抵触する現象，っまりシモニア，だけ

であり，俗権によって司教に任命された結果，王宮への奉仕を義務付けられ

たり，世俗諸侯への追従を余儀なくされるとすれば，それは教会の職位 と財

を売買する行為に等 しい，と彼は批判する。彼の浩瀚な遺稿の中にも俗人に

よる叙任の廃止を明確にしている表現はない， とされる25)。ペ トルス ・ダ ミ

アー二とフンベル トを決定的に分っ点は，ペ トルス ・ダミアー二が俗人の手

による指輪と杖の儀礼的授与を本来的な叙階 とは考えていない点， とされる。

1059年 の復活祭公会議で時の教皇ニコラゥス2世 は，教皇選出規定26)の他

にも，非常に重要な決定を行 う。即ち 「如何なる聖職者 も司祭 も俗人からは

決 して教会を受け取 らないこと， 無償であろうと有償であろうと」。 この文

言を下位教会に関 してのみとするか，俗人叙任を全面的に否定する綱領的文

書 と解釈するか，については議論の分かれるところであるが，Laudageは 後

者の立場に立っ27)。フンベル トとペ トルス ・ダ ミアー二はこの公会議で重要

な役割を演 じた，とされるが，俗権による叙任行為の禁止に関する彼 らの判

断は異なったとして も，それに付随するシモニア現象の廃絶に関 しては彼 ら

の見解は完全に一致 している以上，聖職者に自戒を求めるこの決定にっいて

は彼 らはその成立のために一致 した共同行動をとったことであろう。ただ，

25) Ebd.，5.26.

26)Ebd.， S.31 u. S. S.89-93に よれば， 従来，教皇候補者 の選定 は主 として俗人 に

 委ね られて いたが， この新 しい選 出規定 は，すべ ての教会 の上 に立っ教皇 を支 え

 る枢機卿司教団 に教皇候補者 の指名権 を与 え， その指名 に基 づいてローマの聖職

 者 ・市民 による選挙が行 われ，俗権 の同意 を獲得 する， と定 あ，枢機卿 司教団 の

 機能 を 重視 しっ っ教 会法 的選 出原 則 を発展 的 に適用 した内容 とな ってい る。

 Laudageは ， この選 出規定 は主 としてペ トル ス ・ダ ミアー二の思考及 び論理 を

 反映 して作成 され たこと，及 び， グ レゴ リゥス7世 の唱 える教皇首位権，異端等

 につ いての諸見解 は，早 くもペ トルス ・ダ ミアー二によ って既 に定式化 されてい

 ること，等 を も指摘 して いる。

27) Ebd.，5.31.
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この決 定 が 画 龍 点 睛 を欠 くとす る な ら， この 決 定 に違 反 した聖 職 者 に対 す る

制 裁 規 定 が 欠 けて い る こ とで あ ろ う28)。但 し， 制 裁 規 定 を 盛 って もそ の実 効

性 にっ いて 教 皇 側 に確 信 が 無 か っ た可 能 性 も否 定 で きな い。

 以 上 ，1072年 の ミ ラー ノ事 件 発 生 以 前 に お け る叙 任 権 闘 争 を 巡 る基 本 的

問題 にっ い て述 べ た が， ニ コ ラ ゥス2世 の後 継 者 ア レ クサ ン ダー2世(在 位

1061-1073)は ， 教 会 法 遵 守 にっ い て は固 い信 念 を持 って い たが ， 俗 権 が行 う

司教 等 の叙 任 に つ い て は， 教 会 法 的選 出手 続 き及 び シモ ニ ア排 除 の教 皇 座 の

路 線 が尊 重 され て い る限 り， そ れ を尊 重 し， 俗 権 に よ る指 輪 と杖 に よ る叙 任

に抗 議 す る こ とは な か った。 従 って， 彼 に と って は指 輪 と杖 に よ る俗 権 の 司

教 叙 任 行 為 そ の もの は批 判 の対 象 で は なか った29)。

 1073年 の 四旬 節 公 会 議 後 の4月21日 ， ア レクサ ンダ ー2世 は死 去 す る。

そ の 後 を うけて ， そ の翌 日， グ レゴ リ ゥス7世Gregorius VII.(*1020/25一 在位

1073-1085)が ロ ー マ教 皇 位 に登 る。 彼 は， 枢 機 卿 時 代 を 含 あ て ヒル デ ブ ラ ン

ドを 名 乗 り，1054年 か ら教 皇 特 使 と して も活 動 して 頭 角 を顕 わ し， 教 皇 座

助 祭 と して教 皇 座 の諸 施 策 に様 々 に 関 わ って きた。 彼 は， ア レクサ ンダ ー2

世 の葬 儀 の 際 に既 に ロー マ民 衆 か ら熱 狂 的 に次 期 教 皇 就 任 の エ ー ル を送 られ

る。 この エ ー ル を背 景 に ニ コ ラ ゥス2世 の定 あ た教 皇 選 出規 定 に従 って， そ

の後 の枢 機 卿 会 議 で彼 の就 任 が決 定 さ れ る。

 グ レ ゴ リゥス7世 は教 皇 就 任 当初 ， ミラー ノ問 題 でハ ィ ン リヒ4世 を 味方

に 引 き入 れ， ミラー ノ大 司 教 座 の分 裂 を解 消 しよ う とす る。 グ レゴ リゥ ス7

世 は， ハ ィ ン リ ヒ4世 が ゴ トフ リー ドの叙 任 を撤 回 し教 皇 座 の支 持 を受 け た

ア トーを 承 認 す る こ とを 期 待 して ， ル ッカ司 教 就 任 が 内 定 して い た ア ンセ ル

ム2世Anselm II.(†1086)に 対 して ， ミラ ー ノ問 題 が 片 付 くまで はハ ィ ン リ

28)Ebd.， S.26-31.同 様 の 瑕 疵 は， 本 稿22ペ ー ジ に述 べ られ る1078年11月19日

 の 決 議(皇 帝 ・国 王 ・そ の他 の俗 人 か らの 司 教 区 ・僧 院 ・教 会 等 の受 領 禁 止 ， 及

 び こ れ に 違 反 した 聖 職 者 へ の破 門 処 分)に も見 られ る。 即 ち， こ こで は叙 任 を

 行 った 俗 人 に対 す る制 裁 規 定 が 欠 如 して い る(同 書S.43f.)。

29) Ebd.，5.33-34.
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ヒ4世 か ら叙 任 を 受 け る こ とを控 え る よ う， 指 示 を 出 し， ハ ィ ン リ ヒ4世 に

希 望 を 繋 ぐ。 当 時， ハ ィ ン リヒ4世 はザ クセ ン征 討 に苦 悩 して いた 。 この 窮

地 か ら脱 出 せ ん と して で あ ろ うか，1073年8月 末 ， 当年22歳 の ハ ィ ン リヒ

4世 は概 略 以 下 の よ うな 恭 順 さの 窺 え る真 摯 な 書 簡 を教 皇 に送 る30)： 「王 権

と教 権 は常 に相 互 の助 け を必 要 と して い ま す。 私 共 は神 の 同意 の も とに王 の

職 務 に っ い て きま した が， 私 共 は罪 あ る不 幸 な者 で す。 あ る時 は若 さに 引 き

摺 られ， あ る時 は お の が強 大 な権 力 か ら く る放 埒 に よ って， 天 に対 しま た あ

な た の前 に罪 を犯 して きま した。 です か ら今 や， 私 共 は あ な た の息 子 と呼 ば

れ る に値 しませ ん 。 あ な た の権 威 な く して 教 会 を正 す こ とは で きま せ ん。 あ

な た の助 言 と援 助 を心 か ら懇 願 致 します ， と りわ け ミラー ノ教 会 に関 して」。

しか し， ハ ィ ン リ ヒ4世 か ら ミラ ー ノ に関 して 一 向 に具 体 的 な対 応 策 が 示 さ

れ なか った 。 そ の結 果 ， グ レ ゴ リゥス7世 は，1074年 の四 旬 節 公 会 議 で ，

ゴ トフ リー ドに破 門 を 再 度 宣 告， ア トー の 選 出 を 確 定 し， ミラ ー ノ大 司 教 座

の 分 裂 を 解 消 す る。

 そ れ で も， グ レゴ リ ゥス7世 は ハ ィ ン リヒ4世 に 信頼 を 寄 せ る一 グ レゴ

リゥス が ハ ィ ン リヒを繋 ぎ とめ よ う と した の は， 有 事 の 際 に頼 れ る権 力者 は

当 時 の西 方 世 界 に は ハ ィ ン リヒ4世 しか居 な か った， とい う事 情 もあ った の

だ ろ う。 コ ン ス タ ン テ ィ ノ ー プ ル の キ リ ス ト教 徒 救 援 の た め の 「東 方 計

画31)」 を考 え て いた グ レゴ リゥ ス7世 は， そ の計 画 実 現 の た め， ハ ィ ン リヒ

30) Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV .(lat.一dt.)， in：Ausgew臧lte

 Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-

 Ged臘htnisausgabe， Bd. XII， Darmstadt， Wissenschaftl. Buchgesellschaft，

 1968.S.54ff.(抜 粋)。

31)野 口洋 二 ， グ レ ゴ リ ゥス改 革 の研 究 ， 創 文 社 ，1978年 ，177ペ ー ジ以 下 に よ れ

 ば， この東 方 遠 征 計 画 に は二 つ の側 面 ， 異 教 徒 を撃 っ とい う軍 事 的側 面 と東 西 両

 教 会 の合 同 ・統 一 と い う宗 教 上 の側 面 ， が あ っ た。 こ の東 方 計 画 が後 の十 字 軍 と

 異 な る点 は， 武 装 聖 地 巡 礼 で は な い点 ， 遠 征 の 主 目標 が コ ンス タ ンテ ィノ ー プ ル

 で あ って イ ェ ルサ レムで は な い点 ， 参 加 兵 士 に贖 宥 を約 束 して い な い点 ， 東 西 両

 教 会 合 同 が 主 目標 で も あ る点 ， 等 で あ る。
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4世 に支援を強 く要請する手紙を1074年12月 に送 ったりしてもいた
。 グレ

ゴリゥス7世 は， このようにハィンリヒを国王 として実力者 として認あなが

らも， もしハ ィンリヒ4世 が神の法 と正義を無視 して教皇座の警告 ・助言に

従わず教皇座を敵視するなら，彼との対決を回避する意志は無かった。と言

うのも， グレゴリゥス7世 は， 公表はされなかった27の 短文か ら成 る自ら

のメモ 「教皇覚 書Dictatus papae32)」の中で，神に由来する教皇座の性格33)，

東方の教会を含む全キ リス ト教界における教皇の首位権，教皇の無謬性，教

皇の持っ最高司法権 ・絶対的任免権，等を明 らかにし，教皇の絶対的任免権

は皇帝 ・国王を もその対象とし，王者としての適格性に欠ける者に対 しては

廃位を命ずることが教皇のとるべき態度，と表明 しているからである。

 グ レ ゴ リゥス7世 は， 翌1075年 の 四旬 節 公 会 議 で， ハ ィ ン リヒ4世 の 司

教 叙 任 に 関 わ る 一 切 の 行 為 を 否 認 す る と 同 時 に ， 俗 人 に よ る 叙 任 を 禁 止 し
，

32) 「教 皇 覚 書 」 の 原 文 はMonumenta Germaniae Historica
， Epistolae Selectae

  2/1，Gregor� VII Registrum， hg. von Erich Caspar， unver舅dert.

  Nachdruck der 1920 erschienenen Berliner Ausgabe， M�chen 1990，5.202-

  208にDictatus papeの 標 題 の元 に詳 細 な註 釈 と共 に掲 載 され て い る。 そ の内 容

  は， 従 来 は 明確 に意 識 され て 来 な か った 厂教 皇 の 持 っ首 位 権 」 の主 張 を 誤 解 の余

  地 無 く鮮 明 に浮 び上 が らせ た もの， と言 え る。J. LaudageはGregorianische

  Reform und Investiturstreit，5.96-101で ， 「教 皇覚 書」 に お け る グ レ ゴ リゥ ス

  7世 の 思 考 法 を 理 解 す る 際 に 留 意 す べ き 点 と し て 「グ レ ゴ リ ゥ ス7世 は，

  Dictatus papaeに 示 され た内 容 が 現 実 に機 能 す る た め に は法 文 化 され る必 要 が

  あ るが， 過 去 の教 会 法 に 充 分 な 根 拠 を 持 たな い部 分 もそ れ に含 まれ て い る こ と は

  意 識 して い た」 と して い る。 グ レ ゴ リゥ ス7世 は一 種 の 「教 会 法 大 全 」 的 な 書 物

  作 成 の た め に改 ：革派 の教 皇 座 観 を この 「覚 書 」 に纏 め た， と言 え よ う。 野 口 洋

  二 ， グ レ ゴ リゥ ス改革 の 研 究 ，193-235ペ ー ジ に も この 「覚 書 」 に つ い て の詳 論

  が あ る。 例 え ば ， 王 と して の不 適 格 性 と は， 同 書211ペ ー ジ に よれ ば， 正 義 を愛

  し， キ リス ト教 信 仰 を 宣 布 し， 教 会 を 異 端 ・異 教 か ら守 護 し， 臣 下 を救 済 す る責

  務 を 全 う し得 な い こ と， 更 に， 聖 な る教 会 に服 従 せ ず ， 謙 虚 で 献 身 的 で な い こ

  と， を言 う。

33)「 私[ニ イ エ ス]も あ な た[=ペ テ ロ]に 言 いま す
。 私 は この岩 の上 に私 の教

 会を建て ます。 ハーデスの門 もそれには打 ち勝 てません」(聖 書 ・新改訳 「マ タ

  イの福音書」第16章 第18節)。
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ハ ィ ン リ ヒ4世 の顧 問 ら に再 度 破 門 を 命 じ， ハ ィ ン リヒ4世 が こ の決 定 に従

わ な い場 合 に は破 門 され る こ と もあ り得 る， とす る34)。そ れ に も拘 わ らず ，

グ レ ゴ リ ゥ ス7世 と ハ ィ ン リ ヒ4世 の 人 間 関 係 は依 然 協 調 的 で ，1075年6

月 の ホ ンブ ル クHomburgの 戦 いで ハ ィ ン リ ヒ4世 が ザ クセ ン人 を圧 服 した

と き，・グ レゴ リ ゥス7世 はハ ィ ン リヒ4世 に祝 福 の手 紙 を寄 せ た35)。ハ ィ ン

リヒ4世 も教 皇 との 決 裂 を 望 まな か った の で ， 彼 は，1075年7月 ， 教 皇 座

に使 節 団 を派 遣 す るが， そ の一 方 で 前 述 の 四 旬 節 公 会 議 の 決 定 を 無 視 して ，

同年 夏， リエ ー ジ ュの 司教 を叙 任 す る36)。

 こ う して ハ ィ ン リ ヒ4世 は事 態 を 急 展 開 させ る種 を播 く。 彼 は1073年 以

後 は イ タ リアに 関心 を示 して いな か った が， ザ クセ ン征 圧 以 後 ， 皇 帝 位 に関

心 を持 ち始 あ て い た。 そ ん な 頃，1075年4月15日 ， ミラ ー ノの パ タ リ ァの

指 導 者 で ア レク サ ン ダ「2世 の 信 頼 を得 て い た エ ル レムバ ル ドErlembald[o]

(†1075，聖 人)が 暴 動 で 殺 害 さ れ ， パ タ リ ァ勢 力 が 弱 体 化 す る。 す る と，

1075年 の秋10月 頃37)， ハ ィ ン リ ヒ4世 は， 上 記 公会 議 決 定 を 何 ら顧 み る こ

とな く， 破 門 され た ミラー ノ大 司教 ゴ トフ リー ドの後 任 に 自 らの 王 廷 司 祭 テ

ダル ドThedald(†1085)を 叙 任 し， ミラー ノ大 司教 座 の 分 裂 を 復 活 させ る。

更 に， 彼 は同 年10-11月 頃38)， ス ポ レ ト及 び フ ェル モFermoの 司教 を も叙

34) J.Laudage， Gregorianische Reform und Investiturstreit， S.35-37.同 書37

 ペ ー ジ のArnulfi Gesta archiepiscoporum Mediolanensium lib. IV，7， S.27， Z.

 18-22「 ア ル ヌ ル フ の ミ ラ ー ノ 大 司 教 列 伝 第4書 」 か ら の 以 下 の 引 用 文 に よ る ：

 papa... palam interdicit regi， ius deinde habere aliquod in dandis

 episcopatibus， omnesque laicas ab investituris ecclesiarum summovet

 personas. Insuper facto anathemate cunctos regis clamat consciliarios， id

 ipsum regi comminatus， nisi in proximo huic obediat constituto.

35)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen，5.327.

36) Albert Hauck， Kirchengeschichte Deutschlands， III. Teil， Leipaig， J.C.

 Hinrichs'sche Buchhandlung，1920.5.785.

37)LMA， Bd. VIII， Sp.613及 びA. Hauck， Kirchengeschichte Deutschlands， III.

 Teil，5.786f.

38) A.Hauck， Kirchengeschichte Deutschlands， III. Teil，5.786f.
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任 す る。 ス ポ レ トの 町 は ロ ー マか ら北 方 に100km離 れ て い る に過 ぎな い 。

誰 の 目 に も， これ は ハ ィ ン リ ヒ4世 に よ る教 皇 へ の挑 発 ， と映 る。 グ レ ゴ

リ ゥス7世 に と って 最 た る問 題 は， ハ ィ ン リ ヒ4世 が ， 上 記3司 教 を叙 任 し

破 門 され た顧 問 た ちを 相 変 わ らず 身 辺 に侍 らせ て い た上 に， 相 互 の信 頼 関 係

を裏 切 った こ とで あ った ろ う。 遂 に両 者 は決 定 的 な対 立 関 係 に入 る。

 ハ ィ ン リヒ4世 が変 心 した理 由 は推 測 す る以 外 に無 いが ，一 つ に は， ハ ィ

ン リヒ4世 は この 時点 で ザ クセ ン制 圧 に成 功 し後 顧 の憂 い が 無 くな った こ と
，

二 っ に は， 教 皇 座 か ら シ モ ニ ア問 題 で 様 々 な 追 及 を 受 け て い た 司 教 た ち が

ハ ィ ン リ ヒ4世 に教 皇 座 との対 決 を迫 った た め
， ハ ィ ン リヒ4世 と して はザ

ク セ ン勝 利 に貢 献 した39)聖界 諸 侯 の要 望 に応 え る必 要 が あ った こ と， 三 っ に

は， ミラ ー一ノの 大 衆 組 織 パ タ リ ァが4月 に弱 体 化 しハ ィ ン リ ヒ4世 に と って

事 態 が好 転 した こ と， な どが 挙 げ られ よ う。1075年12月 ， 当 時50歳 を超

え て い た教 皇 は当 年25歳 の ハ ィ ン リヒ4世 に， 教 会 法 違 反 と彼 の背 信 行 為

を指 摘 しっ っ， ハ ィ ン リヒが 改悛 しな い場 合 は廃 位 され る， との警 告 書 簡 を

発 す る。 こ の書 簡 は， 結 果 論 か らす れ ば， 国 王 へ の 教 皇 の 最 後 通 告 で あ っ

た40)。 しか し これ が ハ ィ ン リヒの許 に届 く と， ハ ィ ン リ ヒは， 教 皇 の警 告 を

無 視 し， 反 教 皇 的 ドイ ッ諸 侯 の ム ー ドに呑 ま れ，1076年1月 ， グ レ ゴ リゥ

ス7世 に宛 て て， ロ ーマ教 皇 座 の 権 威 を 否 定 す る も同 然 の反 抗 的 内 容 の返 書

を送 り， そ の 中 で併 せ て教 皇 解 職 を 宣 告 ， 教 皇 座 に宣 戦 布 告 す る。 教 皇 は こ

39)K，Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen ， S.326f.に よれ ば ， ザ クセ

 ン征 討 に お け る ヴ ェル フ4世 の 対 応 は明 確 さを 欠 き， 彼 は， 当 初 ハ ィ ン リ ヒ4世

 支 援 を拒 否 す る もの の， 国王 が 元 の バ イエ ル ン太 公 オ ッ トー と撚 りを 戻 して 自分

 が割 を 食 うの を 怖 れ， 結 局， ホ ンブ ル ク の戦 い にバ イ エル ン軍 を 率 い て 参 加 し

 た。

40) A.Hauck， Kirchengeschichte Deutschlands ， III. Tei1， S.788ff.に よ れ ば， グ

 レゴ リ ゥス7世 は 「気 性 の 激 しい人 物 」 と さ れ， 彼 がハ ィ ン リ ヒ4世 に示 した断

 固 た る態 度 は彼 の 激 情 に発 した もの で ， 事 態 の平 和 的 解 決 を不 可 能 に した上 に，

 司 教 た ち を ロー マ の 指 導下 に 置 く と い う彼 の 本 来 的 プ ラ ンを もぶ ち壊 す 結 果 を生

 む。
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れ を 受 けて立 つ。 グ レ ゴ リゥ ス7世 は翌2月41)ハ ィ ン リヒ4世 に 破 門 と廃位

を 通告 ， 同 時 に諸 侯 ・国民 に対 し国 王 に な され た誠 実 誓 約 か らの 解放 を 宣言 ，

断 固 た る態 度 を顕 に す る。3司 教 叙 任 問題 は， 教 皇 が 期待 して い た 和 解 と協

調 と は逆 の ， 対 決 の 方 向 へ と急 転 回 し， 世 に 言 う と こ ろ の 所 謂 「叙 任 権 闘

争 」 が 開始 さ れ る。

 以 上 見 て来 た よ う に，教 皇 の ハ ィ ン リ ヒ非 難 の 矛 先 は，1075年 四旬 節 公

会議 で の 「俗 人 に よ る叙 任 禁 止 」 令 が ハ ィ ン リ ヒに よ って 無 視 され た 上 に，

ハ ィ ン リヒが教 皇 の信 頼 を裏 切 って ，教 皇 座 の 決 定 を 無 視 した 行 為 に向 け ら

れ て い た。 こ こに端 を発 す る彼 らの戦 い は歴 史 上 「叙 任 権 闘 争 」 と名 付 け ら

れ はす る もの の， グ レ ゴ リゥス7世 時 代 の争 乱 は，後 の経 過 か ら明 らか な よ

うに， 叙 任 「権 」 を巡 って で は な か った。 叙 任 「権 」 そ の もの につ いて 両 者

が そ の主 張 を戦 わ せ るの は， 以 下 に 見 るよ うに， 主 と して ハ ィ ン リ ヒ5世 の

時代 に な って か らの こ と。

 教 皇 に よ る ハ ィ ン リヒ4世 破 門 の報 が届 く と， 東 フ ラ ン ク王 国 の 俗 界諸 侯

は， 願 って もな い チ ャ ンス到 来 ， とば か り， 国 王 へ の不 服 従 に走 り， ザ クセ

ン， バ イェル ン， シ ュ ヴ ァー ベ ン， ケ ル ンテ ン等 の諸 太 公 は，1076年10月 ，

ト リー ブ ァTriburで 諸 侯 会 議 を 開 催 ， ハ ィ ン リ ヒ4世 が， 破 門 され て(1076

年2月)か ら1年 以 内 に教 皇 か ら赦 免 を得 られ な い場 合， 新 国 王 を 選 出 す る，

と決 議 これ を ハ ィ ン リヒ4世 に突 きっ け る。 この決 議 を受 けて ハ ィ ン リ ヒ

は贖 罪 者 と して雪 の カ ノ ッサ に 向 か い，1077年1月28日 ， ドイ ッ諸 侯 の 許

に 向 か う グ レ ゴ リゥス と和 解 ， この苦 境 か ら脱 出 す る。 この 間 ， バ イ エル ン

で 国 王 を支 え た聖 界 諸 侯 は， ブ リク セ ン司 教 ア ル トウ ィ ンAltwin， バ ンベ

ル ク 司 教 ル ー ペ ァ トRupertの2名 ， グ レ ゴ リ ゥ ス派 に 回 っ た の は， パ ッ

サ ゥ司 教 ア ル トマ ンAltmann， ザ ル ッ ブ ル ク大 司 教 ゲ ブ ハ ル ドGebhard，

ヴ ュル ッ ブル ク司 教 ア ー ダ ル ベ ロAdalberoの3名 。 他 に ア ゥ ク ス ブ ル ク司

教 エ ン ブ リ ヒォEmbrichoの よ うに ハ ィ ン リ ヒ4世 の お伴 を して カ ノ ッサ に

41) Ebd.，5.794， Anm.4.
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向 か い なが ら途 中 で ず らか って しま った ケ ー ス もあ る42)。俗 界 諸 侯 で は， ノ

ル トガ ゥ に勢 力 を 張 る デ ィー ポ ル デ ィ ング家Diepoldingerが ハ ィ ン リヒ4世

を支 え て南 ドイ ッ と北 ドイ ッの グ レ ゴ リゥ ス派 を分 断 す る役 目を担 い， ハ ィ

ン リヒ4世 に と って彼 ら は貴 重 な橋 頭 堡 とな る。 ボ ヘ ミア太 公 ヴ ラテ ィ ス ラ

フ2世Vratislaw II.(在 位1061一 初代国王1086-1092)は ，1075年 に既 に ハ ィ ン

リ ヒ4世 と同 盟 を結 び， ザ クセ ン征 討 の ホ ン ブル クの戦 い で は ボ ヘ ミア軍 を

従 え て 参 戦 して ハ ィ ン リ ヒ4世 を支 援 し， そ の後 イ タ リアで も彼 を支 え る な

ど， ハ ィ ン リ ヒ4世 の強 力 な助 っ人 た る こと を貫 く43)。

 ハ ィ ン リ ヒ4世 は， 教 皇 に よ りカ ノ ッサ で 教 会 か らの 破 門 は解 か れ たが ，

諸 侯 た ち の 新 国 王 選 出 を 阻 止 で きず ，1077年3月 ， 上 述 の3司 教 ア ー ダル

ベ ロ， ゲ ブハ ル ド， ア ル トマ ン等 の 策 動 に よ り
， シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 で ラ ィ

ン フ ェル デ ンの ル ー ドル フRudolf von Rheinfelden(†1080)が 国 王 に推 さ れ，

対 立 国 王 誕 生 の事 態 とな る。 ハ ィ ン リヒ4世 は急 遽 帰 国 しよ う と した が， 南

ドイ ッ の3太 公 ， 即 ち， ケ ル ンテ ン太 公 ベ ル トル ドBerthold ， バ イエ ル ン太

公 ヴ ェ ル フ1世 ， シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 ル ー ドル フ が結 束 して叛 旗 を翻 して ア

ル プ スの 峠 道 を封 鎖 した た あ， ハ ィ ン リ ヒ4世 の北 に向 か って の ア ル プ ス越

え は不 能 とな る。 この 時 ハ ィ ン リ ヒ4世 に支 援 の手 を差 し伸 べ た諸 侯 の一 人

が エ ッペ ンシ ュ タ ィ ン家Eppensteinerの リ ゥ トル トLiutolt(後 にケル ンテ ン

太公， 在位1077-1090)で ， リゥ トル トは東 方 の ケ ル ンテ ン経 由 で ハ ィ ン リ ヒ

4世 を帰 国 させ る44)。ハ ィ ン リヒ4世 は同 年5月 の王 国 会 議 で 反 抗 的 諸 侯 か

らそ の 所 領 を 取 り上 げ る。 バ イ エ ル ン も ヴ ェ ル フ1世 か ら取 り上 げ ら れ，

バ イエ ル ンは， ハ ィ ン リヒ4世 自 ら管 理 ・統 括 す る と ころ とな り， 以 後 ， 王

権 を 支 え る重 要 な柱 に な る。

 今 や 所 謂 「叙 任 権 闘 争 」 は 「王 位 争 奪 戦 」 に変 わ る。 東 フ ラ ンク王 国 諸 侯

42) R.Schieffer， Altbayern， Franken und Schwaben ，5.238.

43)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen ， S.329及 びLMA， Bd.

 VIII， Sp.1874.

44) Ebd，5.327.
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の分 裂 は ロ ー マ教 皇 に国 王 決 定 権 を与 え て しま う。 今 や グ レゴ リ ゥス7世 は

俗 権 の中 心 的 機 能 を そ の手 中 に収 あ る。 二 手 に分 か れ て 激 しい内 戦 を行 いつ

つ 双 方 が グ レゴ リ ゥス7世 の 承 認 を得 ん と努 め る。 ハ ィ ン リ ヒ4世 は， ヴ ュ

ル ッ ブル クを 奪 還 しそ の 司 教 に ナ ゥ ム ブ ル ク司教 工 一バ ハ ル ドEberhardを

充 て ， 着 々 と司 教 た ちを 自己 の 陣 営 へ と固 めて 行 く。 当 初 ， 事 態 を静 観 して

い た グ レ ゴ リ ゥ ス7世 は，1080年 ， ル ー ドル フ を 国 王 と して 承 認 す る。

ル ー ドル フ承 認 の理 由 は色 々考 え られ よ う。 ハ ィ ン リ ヒ4世 を承 認 す れ ば教

皇 自 らが 手 ごわ い相 手 を 復 活 させ る結 果 を 生 む の に対 し， ル ー ドル フ は一 介

の 諸 侯 に過 ぎ な い ため ル ー ドル フの 方 が 教 皇 に と って 御 し易 い こ とが そ の理

由 の 一 っ で あ り， もう一 っ は司 教 叙 任 問 題 が 挙 げ られ よ う。 グ レゴ リゥス7

世 は， 聖 職 者 の シ モニ ア及 び ニ コ ラ ィ テ ィ ズ ムの 悪 弊 が 一一向 に収 ま らなか っ

た た め， 聖 職 者 の倫 理 を俗 化 させ た根 源 は俗 人叙 任 に あ り， と判 断 し， 俗 人

に よ る司教 叙 任行 為 を禁 止 す る決 意 を 固 め，1078年11月19日 の公 会 議 で，

ヨハ ネ福 音書 第10章 第1節 の 「羊 の囲 い に門 か ら入 らな い で， ほか の 所 を

乗 り越 え て来 る者 は， 盗 人 で 強 盗 で す45)」 との言 葉 を 引用 しっ っ， シ モニ ア

的付 随現 象 を見 せ て い る俗 人 に よ るす べ て の叙 任 の無 効 を宣 し46)，聖 職 者 へ

の制 裁 規 定 を付 して俗 人 叙 任 を禁 止 す る。 しか し， ハ ィ ン リヒ4世 は， ロ ー

マ 公 会 議 の こ の決 定 に挑 戦 す るか の よ う に， 同 年 ク リス マ ス に ジゲ ヴ ィ ン

Sigewinを ケ ル ン司教 に，79年1月 に エ ギ ル ベ ル トEgilbertを ト リー ア司 教

に叙 任 す る47)。グ レゴ リ ゥス7世 の意 図 す る改 革 は， 悪 弊 是 正 も さ る こ とな

が ら， 教 会 法 的選 出 と教 皇 の首 位 権 貫 徹 を そ の基 本 に据 え て い た。 この立 場

か らす れ ば この よ うな ハ ィ ン リヒ4世 の行 為 は そ の許 容 範 囲 を超 え て い た。

一 方
， ル ー ドル フは とい う と， 教 皇 座 を尊 重 し俗 人 叙 任 禁 令 を遵 守 して い た。

 ル ー ドル フを 国 王 と して適 正 と判 断 した グ レ ゴ リゥ ス7世 は，1080年 の

四旬 節 公 会 議 で ，1078年 の叙 任 禁 止 令 に叙 任 行 為 を 行 った 俗 人 に 対 す る破

45) 聖書 ・新改訳 「ヨハ ネの福音書」第10章 第1節 。

46) J.Laudage， Gregorianische Reform und Investiturstreit，5.74.

47) A.Hauck， Kirchengeschichte Deutschlands， III. Teil，5.820 u.839.
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門規 定 を も付 け加 え た 叙 任 禁止 令 を決 定 し， ハ ィ ン リ ヒ4世 を 破 門 し， 廃 位

宣 告 を行 う48)。が， この決 定 は第一 回 目の 破 門 通 告 の 際 の よ うな 衝 撃 は生 ま

な か った。 ハ ィ ン リヒ4世 は， これ に対 抗 して，1080年6月25日 ブ リクセ

ンで， イ タ リア 司教18名 及 び ドイ ッ司 教8名 ， ブ ル グ ン ドか らの司 教1名 ，

更 に会 議 主 催 者 で あ るバ ンベ ル ク司教 ル ー ペ ァ トと フ ラ イ ジ ン グ司教 メギ ン

ワ ドMeginwardの 参 加 を得 て ドイ ッ ・イ タ リア に関 わ る王 国 教 会 会 議 を 開

催 ， こ の会 議 で ハ ィ ン リ ヒ4世 は， グ レ ゴ リゥス7世 の教 皇 位 を取 り消 し，

ラ ヴ ェ ン ナ大 司 教 ウ ィ ベ ル トWibertを 教 皇 に立 て る。 こ こで の決 議 を ロ ー

マで 有 効 にす る た あ に は， ハ ィ ン リ ヒ4世 は先 ず は対 立 国 王 ル ー ドル フを倒

す必 要 が あ っ た。 ル ー ドル フ はハ ィ ン リ ヒ4世 との決 戦 で勝 利 を収 め た もの

の重 傷 を 負 い死 亡 す る。 こ の こ と は， 当 時 の人 心 に， 正 義 はハ ィ ン リ ヒに在

り， と判 断 させ る。 しか し， この 声 を 押 し潰 す か の如 くに， 主 と して ザ ク セ

ン と シ ュ ヴ ァ ーベ ンの グ レゴ リ ゥス派 が ， グ レゴ リ ゥス7世 の指 示 を受 けて

で あ ろ う49)，1081年8月 に な って や っ と新 対 立 国 王 と して マ イ ン河 畔 オ ク

セ ン フ ル トOchsenfurtで ロ ー ト リ ンゲ ンの 豪 族 サ ル ム伯 ヘ ル マ ンHermann

von Salmを 擁 立 す る。 しか し彼 の 影 響 力 の 及 ぶ 範 囲 は ザ ク セ ンに限 定 され

て い た こ と と， グ レ ゴ リゥ ス派 の ドイ ッに お け る指 導 者 ノル トハ イ ムの オ ッ

トー伯 が1083年 に死 去 した た め ， ハ ィ ン リ ヒ4世 に と って情 勢 は逆 転 ， 彼

は安 ん じて ロ ー マ に 向 か い，1084年3月 ， グ レ ゴ リ ゥ ス7世 を 教 皇 座 か ら

追 い出 し， サ ン ・ピェ トロ寺 院 で ウ ィベ ル トを教 皇 位 に就 け， ク レメ ン ス3

世Clemens III.(在位1084-1100)を 名 乗 らせ ， ハ ィ ン リヒ4世 の治 世 に お け る

二 度 目の 教 皇 座 の分 裂 を招 来 す る。 同 年 復 活 祭 に， 対 立 教 皇 ク レメ ンス3世

は東 フ ラ ン ク王 国 国 王 ハ ィ ン リ ヒ4世 に帝 冠 を授 け る。 ハ ィ ン リヒ4世 が

ロー マ に 滞 在 して い る間 に， ヴ ェル フ4世 は シ ュ ヴ ァー ベ ン軍 を率 いて バ イ

エ ル ンに 攻 め 入 りバ イ エ ル ン軍 を 蹂 躙 す る。1084年6月 ， ハ ィ ン リ ヒ は

48) J.Laudage， Gregorianische Reform und Investiturstreit ，5.44.

49) P.Rassow， Deutsche Geschichte imﾜberblick ，5.152.
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レー ゲ ンス ブル クに戻 り ヴ ェル フ4世 を西 に追 い散 ら して ア ゥ クス ブル クを

占拠 ， 東 方 で もバ ー ベ ンベ ル ク家 の オ ス トマ ー ク辺 境 伯 ル ー イ トポ ル ド2世

Luitpold II.(†1095)を 再 度 圧 伏 して 一 定 の 成 果 を 挙 げ る。 しか し一 方 で は，

グ レゴ リ ゥス派 のパ ッサ ゥ司 教 ア ル トマ ンが 依 然 オ ス トマ ー クで 勢 力 を持 ち

続 け， 同 じ く グ レゴ リ ゥス派 の ザ ル ッ ブル ク大 司 教 ゲ ブハ ル ドは1086年 に

ザ ル ッ ブ ル ク に 復 帰 す る と い う状 況 もあ った 。 こ の よ うな 情 勢 を う け て，

ハ ィ ン リ ヒ4世 は，1085年 に マ イ ン ツ で教 会 会 議 を 開 催 ， 全 国 的 な神 の 平

和 令Gottesfriedenの 発 布 ， 併 せ て ザ ル ッ ブ ル ク大 司 教 ゲ ブハ ル ド等 グ レ ゴ

リゥ ス派 全 司教 を解 任 す る。 翌1085年5月 ， 教 皇 グ レ ゴ リゥス7世 は， 亡

命 地 サ レ ル ノSalernoで 不 遇 の う ち に 死 す。 これ を う け て1087年5月 ， モ

ン テ カ シ ー ノMontecassino僧 院 長 デ ジ デ リ ゥ スDesideriusが ヴ ィ ク トル3

世Viktor III.(在 位1086-1087)と して教 皇 座 に 登 る。1087年 ， ハ ィ ン リ ヒ4

世 は既 に1075年 王 位 継 承 者 に指 定 され て い た長 男 コ ン ラー トを ア ー ヘ ンで

戴 冠 させ ， 陣 営 を固 め る。 ヴ ィク トル3世 は在 位4ヶ 月 に して死 去 す るが，

教 皇 候 補 は決 ま らず 教 皇 座 は空 位 と な る。 や っ と1088年5月 ， 敏 腕 で 鳴 る

と同 時 に プ ラ グマ テ ィ ッ クな 改革 者 オ ス テ ィ ァOstia司 教 兼 枢 機 卿 オ ドOdo

或 はWidoが ウル バ ー ヌ ス2世Urbanus II.(在 位1088-1099)と して教 皇 位 に

即 く。 対 立 教 皇 ク レメ ンス3世 は1089年 ロ ーマ で 公 会 議 を 開 催 し， 巷 間 に

溢 れ る不 良 聖 職 者 批 判 の 声 を 配 慮 しっ っ ， 聖 職 売 買 と聖 職 者 の妻 帯 ・蓄 妾 の

禁 止 を 決 定 す る。 この こ と は， 皇 帝 派 に して も グ レゴ リ ゥス派 に して もシ モ

ニ ア とニ コ ラ ィ テ ィ ズ ムの 禁 止 に関 して 互 い に異 論 が 無 か った こ とを ， 明 瞭

に して い る。

 新 教 皇 ウル バ ー ヌ ス2世 に と って は，対 立 教 皇 ク レ メ ン ス3世 を ロ ーマ か

ら追 い 出 す た め に は ク レメ ンス3世 の後 盾 た るハ ィ ン リヒ4世 の イ タ リア支

配 を切 り崩 す以 外 に手 が な い。 そ こで ウル バ ー ヌ ス2世 は，1089年 ， グ レ

ゴ リ ゥス 派 の ヴ ェ ル フ4世(バ イエ ル ン太公 と して ：ヴェル フ1世)に ， そ の

16歳 の子 息 ヴ ェル フ5世Welf v.(バ イエル ン太公 として ：ヴェル フ2世 ， 在位

1101-1120)と ， 同 じ く グ レ ゴ リ ゥ ス 派 の42歳 の50)ト ス カ ー ナ 辺 境 女 伯 マ
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テ ィル デ と の結 婚 話 を持 ち込 む。 ヴ ェ ル フ4世 は， 中 部 イ タ リア に広 が る彼

女 の豊 か な 領 地 が 自分 の子 息 に帰 す こ とを 読 ん で こ の縁 談 に乗 り気 に な り，

1093年 に は 自 ら聖 ペ テ ロ の 家 臣 を名 乗 り， ハ ィ ン リ ヒ4世 の 長 男 コ ン ラ ー

トが， 理 由 は分 か らな い もの の ， 父 王 に 背 い て 教 皇 派 の 陣 営 に鞍 替 え す る と，

彼 と手 を結 ぶ。 しか し ヴ ェル フ4世 は， マ テ ィル デ女 伯 が そ の領 地 を1079/

80年 頃51)既 に 教 皇 座 に遺 贈 す る手 筈 を 整 え て い た こ とを 知 る と， こ の縁 組

み を 破 談 に し，1090年 か ら イ タ リア に 出 兵 して い た ハ ィ ン リ ヒ4世 と和 解

す る。 この た め ハ ィ ン リヒ4世 は，1096年 夏 ， 彼 に バ イエ ル ン太 公 国 を再

び授 け， 翌1097年 ， イ タ リア支 配 を断 念 したハ ィ ン リヒ4世 は バ イエ ル ン

太 公 ヴ ェル フ1世 に よ って 封 鎖 が 解 除 され た ア ル プ ス を通 って や っと の こ と

で帰 国 す る。 因 み に， ヴ ェ ル フ1世 はバ イ エ ル ン太 公 国 を子 息 ヴ ェ ル フ5世

に確 保 した(1098年?)後 ，1101年11月 ， 十 字 軍 に参 加 して の帰 路 ， キ プ

ロス 島 で死 去 す る52)。 ウル バ ー ヌ ス2世 が次 ぎに打 った手 は，1095年11月 ，

ク レル モ ンClermont公 会 議 で ， 皇 帝 派 か ら キ リス ト教 界 の主 導 権 を も ぎ取

る こ と も意 識 して， グ レ ゴ リゥ ス7世 の 「東 方 計 画 」 に一 脈 通 じる 「十 字

軍 」 の 発 足 を 決 議 させ る。 これ は ヨー ロ ッパ に大 きな刺 激 を与 え る。 この会

議 は更 に， ウル バ ー ヌ ス2世 の提 議 に よ り， 聖 職 者 の妻 帯 を重 ね て禁 止 した

他 に ， 聖 職 者 が 俗 人 に対 して 封 誓 約 を 行 う こ とを も禁 止 した こ と53)に留 意 し

て お く必 要 が あ ろ う。 ウ ル バ ー ヌ ス2世 が 主 催 した 最 後 の 公 会 議(1099年

春)で も聖 職 者 に よ る俗 人 へ の封 誓 約 の禁 止 が 決 議 され ， 違 反 者 は破 門 され

る， とさ れ た。 従 って， 叙 任権 問題 は一 向 に そ の解 決 を 見 ず ， む しろ封 土 法

の問 題 に焦 点 が移 って しま った観 を呈 した。

 1098年5月 ， マ イ ン ッの 王 国 会 議 は， ハ ィ ン リ ヒ4世 の長 子 コ ン ラ ー ト

か ら王 位 を取 り上 げ， 次 男 ハ ィ ン リ ヒを後 継 国 王 に す る こ とを決 め る。 次 男

ハ ィ ン リ ヒは父 王 の生 存 中 は国 務 に関 わ らな い こ と を教 皇 ウ ルバ ー ヌ ス2世

50) LMA， Bd. VI， Sp.393.

51) P.Rassow， Deutsche Geschichte imﾜberblick ，5.153.

52)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen ，5.331.

53) J.Laudage， Gregorianische Reform und Investiturstreit ， S.48f.
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に誓 約 した上 で ，1099年1月 ，ハ ィ ン リ ヒ5世Heinrich V.(*1086一 在位1099/

1106一皇帝1111-1125)と して 国 王 に戴 冠 され る。1100年 ， ク レメ ンス3世 が

死 去 し， 事 実 上 ， 教 皇 座 の分 裂 が 解 消 さ れ る。 ハ ィ ン リヒ4世 は もは や対 立

教 皇 の擁 立 を考 え な い。 教 皇 座 も対 立 国 王 の擁 立 を断 念 して い た。 この こ と

は， 双 方 の至 上 権 獲 得 闘 争 が 頓 挫 し， 双 方 と も暗黙 裡 に対 抗 馬 擁 立 を取 り下

げ た， と受 け止 あ られ よ う。

 1099年8月 ， パ ス カ リス2世Paschalis II.(在 位1099-1118)が 新 教 皇 の 座

に即 く。 彼 は非 常 に敬 虔 な 僧 で54)，教 皇 職 の 司牧 的任 務 を 強調 す る と同 時 に，

王 権 独 自 の活 動 分 野 を認 め， 王権 と教 権 の 協 調 を 重 視 ， 国 王 の権 力potestas

regiaと 教 皇 の権 威sacerdotalis auctoritasが 一 体 に な った場 合 に の み， この

世 界 に良 い統 治 が 行 われ る， と考 え た。 従 って， この よ うな彼 の思 考 は， グ

レゴ リ ゥス7世 が 抱 いて い た教 皇 座 の 「普 遍 的支 配 権 要 求 」 を 暗黙 裡 に撤 回

した も の， と受 止 あ られ る。 しか し現 実 問 題 へ の彼 の対 応 は徹 底 して厳 し く，

llOO年 ク リス マ ス の 諸 侯 集 会 に基 づ い て ハ ィ ン リ ヒ4世 が 教 皇 に叙 任 問 題

にっ いて の 交 渉 の提 案 を す る と， 教 皇 は不 信 の念 を顕 に して そ れ を拒 否 ， 逆

に1102年 の 四旬 節 公 会議 で ハ ィ ン リ ヒ4世 に叙 任 禁 止 と破 門 を 申 し渡 す55)。

1103年 の マ イ ン ッ王 国 会 議 で ， ハ ィ ン リ ヒ4世 は， 贖 罪 の た あ 自 らの 十 字

軍 参 加(教 皇 の異 論 によ り不参加 に終 わ る)も 考 慮 して ， 国 内 を 平 和 な 状 態 に

戻 す 必 要 性 を 痛 感 し，4年 に亙 る フ ェ ー デ(=私 闘)禁 止 令56)を提 起 し， そ

54) Ebd.， S.105f.し か し， H. Fuhrmann， Deutsche Geschichte：Sonderausgabe，

  Bd.1， S.263に よれば， パ スカ リス2世 は陰湿 な性格 の真面 目な クリ3ニ ー派 の

  僧， オール ・オア ・ナ ッシ ング的思考の持主，対立教皇 ク レメ ンス3世 の遺体 を

  墓か ら掘 り起 こ し， その遺 灰をテ ヴェ レ河 に撒 いた人物， とされ，Laudageの

  パ スカ リス2世 観 とはまった く異な る。

55) P.Rassow， Deutsche Geschichte imﾜberblick， S.159に よれば， パスカ リス

  2世 は皇帝 に対 して は完全 に柔軟性を欠 いた人物。

56) これ は1085年 に発布 された 「神 の平和令」 を拡大 した もので， 違反者 には体

  刑 も課 された。一種の王国平和令。 この平和令 はユダヤ人 を法 の保護下 に置 いた

  が，その ことに よりユ ダヤ人 は武器使用権を失 うと同時 に特殊 な服 の着用 を強制

  され る。
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れ が採 択 され る。 これ は， 実 効 性 は無 か った と して も， 東 フ ラ ン ク王 国 最 初

の暴 力禁 止 の平 和 令 で あ った 。

 そ の彼 を待 って い た の は， 彼 の実 子 ， 次 期 国 王 た るハ ィ ン リヒ5世 の離 反 。

ハ ィ ン リヒ4世 は， コ ン ラー ト2世 に倣 って， 疾 くか ら非 自由民 出 の家 人 を

重 用 し， 更 に都 市 民 との連 携 も強 め て来 た が， これへ の不 満 が諸 侯 に充 満 し

て い た。18歳 に な っ た ハ ィ ン リヒ5世 は，教 皇 座 との 対 立 も容 易 に は解 け

な い上 に諸 侯 た ち の不 満 が これ以 上 募 れ ば， これ は ザ ー リ ァ朝 の命 取 りに な

りか ね な い， と考 え ， 自 ら政 権 を握 って 先 ず は教 皇 座 と の間 に平 和 を齎 そ う

と考 え た57)。1104年 ， 彼 は王 宮 を 去 りバ イエ ル ンか らの 蜂 起 を 組 織 す る。

バ イ エル ンの ノル トガ ゥが この 蜂 起 の 根 拠 地 にな り
， ハ ィ ン リ ヒ4世 の家 人

政 策 に 不 満 を 持 つ 同 地 の 大 豪 族 デ ィ ー ポ ル ド3世Diepold III.(在 職1099-

1146)， ズ ル ッバ ハ家Sulzbacherの 伯 ベ レン ガル2世58)Berengar II.な ど を仲

間 に 引 き込 む。 因 み に， この事 変 に対 す る ヴ ェル フ2世 の動 き は ど うか とい

うと， 彼 は， 当初 ハ ィ ン リヒ5世 の叛 乱 に組 み しな か った もの の， そ の後 で

ハ ィ ン リ ヒ5世 の陣 営 に加 わ り， 叙 任 権 問 題 で聖 俗 の対 立 が激 し くな った と

き も ヴ ェ ル フ2世 はハ ィ ン リ ヒ5世 側 につ き，1107年 ， 彼 は， ハ ィ ン リヒ5

世 に よ って 教 皇 パ ス カ リス2世 の許 に 派遣 され た 交 渉 団 の 一 員 に もな る59)。

こ の シ ャ ロ ン ・シ ュル ・マ ル ヌCh舁ons-sur-Marneで 行 わ れ た会 談 で ， ドイ

ツ地 域 にお け る叙 任 問 題 が 初 めて 討 議 の対 象 に な る60)。

57) P.Rassow， Deutsche Geschichte imﾜberblick，5 .160.

58)LMA， Bd. VIII， Sp.304f.に よれば， ズルッバハ家 は12世 紀 に勢力 の頂点 に達

  す る家系，ベ レンガル2世 の父 ゲブハ ル ド2世 はハ ィ ンリヒ4世 に組 み したが，

  ベ レンガル2世 はハ ィ ンリヒ5世 の陣営 に就 く。彼の息女 たちは ドイッ国王 コ ン

  ラー ト3世 や ビザ ンッ帝国皇帝 マヌエル と結婚す る。彼の子息 ゲブハ ル ド3世 は

  レーゲ ンスブル ク司教 座教会 の免除特 権保護 職(本 稿前編 ・註130参 照)に っ

  き， デ ィーポルデ ィング家 と激 しく争 う。1188年 ， ゲ ブハル ド3世 を以 って ズ

  ル ッバ ハ 家 は 途 絶 え， そ の 所 領 は シ ュ タ ゥ フ ェ ン家 と ヒル シ ュ ベ ル ク

  Hirschbergの 伯 たちの手 に渡 り， 更に後述 の ヴィテルスバハ家 に渡 る。

59)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen， S .334.

60)野 口洋二， グ レゴリゥス改革 の研究，328ペ ー ジ。
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 ハ ィ ン リ ヒ4世 は息 子 を 討 っ た め レー ゲ ンRegen河 畔 に 陣 を張 る。 しか

し戦 闘 直 前 に オ ス トマ ー ク辺 境 伯 ル ー イ トポル ド3世Luitpold III.(*1075?一

在職1095?一1136)が ハ ィ ン リ ヒ5世 側 に寝 返 り， ハ ィ ン リ ヒ4世 軍 は崩 壊 す

る61)。こ れ を 知 っ た 教 皇 パ ス カ リ ス2世 は， ハ ィ ン リ ヒ5世 が1098年 に

行 っ た国 務 不 干 渉 誓 約 か ら彼 を解 く62)。こ こぞ とば か り に諸 侯 はハ ィ ン リ ヒ

5世 に付 き従 い， 破 門 中 の ハ ィ ン リヒ4世 潰 しに掛 か る。llO5年 ク リス マ ス

に， 王 位 問 題 に決 着 を 付 け るた め教 皇 使 節 も参 加 して ， 王 国 会 議 が 召 集 され

る。 ハ ィ ン リ ヒ4世 は形勢 を 逆転 せ ん と して 会 議 に出 席 しよ う とす るが ， 息

子 の 奸 計 にか か り，捕 縛 され， 王 国権 標 を奪 わ れ る。 同 年 大 晦 日 の イ ンゲ ル

ハ イ ムで の 王 国 会議 で， ハ ィ ン リヒ4世 は， 非 常 な 圧 力 を 加 え られ っ つ ， 破

門 も解 か れ ず に， 自発 的 退 位 に追 い込 まれ る。1106年1月5日 ， ハ ィ ン リ

ヒ5世 は王 国権 標 を手 に即 位 す る63)。前 王 はイ ンゲ ル ハ イ ムか ら逃 れ て ケル

ンに 至 り， 低 地 ロ ー ト リンゲ ンNiederlothringenや ライ ン地 域 で 都 市 民 や家

人 等 の支 援 を得 て 尚 も抵 抗 を続 け るが，1106年8月7日 ，40年 を超 え る親

政 の後 リエ ー ジ ュで永 眠 す る。

 ハ ィ ン リヒ5世 軍 に寝 返 った ル ー イ トポ ル ド3世 は， これ に よ り新 バ ーベ

ンベ ル ク家 の興 隆 を決 定 づ け る。 恩 義 を感 じた ハ ィ ン リヒ5世 が実 妹 ア グ ネ

スAgnesを 彼 に与 え た こ と に よ り， バ ー ベ ンベ ル ク家 は 王 国 トッ プ ク ラ ス

の大 豪 族 に の し上 が る。 彼 は諸 種 の結 婚 政 策 で多 くの領 土 を手 中 に し， そ れ

を基 に ク ロス ター ノ ィ ブル クKlosterneuburg， ハ イ リゲ ンク ロ ィツHeiligen-

kreuz僧 院 を建 立 す る  前 者 の建 立 は破 門 中 に死 去 した義 父 ハ ィ ン リヒ4

世 へ の懺 悔 供 養 か， と も言 わ れ る。 彼 は他 家 の建 立 に な る僧 院， 例 え ば， ツ

ヴ ェ トルZwettlや マ リー ア=ツ ェ ルMaria-Zel1を も自 己 の僧 院 化 す る。 オ ス

61)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen， S.330及 びLMA， Bd. V，

 Sp.1899.

62) P.Rassow， Deutsche Geschichte imﾜberblick，5.160.

63)LMA， Bd. IV， Sp.2044に よ れ ば ， 彼 の 即 位 日 は 正 式 に は ハ ィ ン リ ヒ4世 が 没

 し た1106年8月7日 か ら， と さ れ る 。
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トマ ー クで着 実 に 勢 力 を 固 め たル ー イ トポル ド3世 は ヴ ェル フ家 と争 う基 盤

を 獲 得 し64)，12世 紀 末 に はバ ー ベ ンベ ル ク家 は ケ ル ンテ ン太 公 領 を も所 領

とす る。 彼 は，1485年 ， 聖 人 に列 せ られ る。

 バ イエ ル ンで は， ヴ ェル フ2世 が子 を成 さず に1120年 死 去 した た あ， 彼

の弟 ハ ィ ン リ ヒ9世 黒 衣 公Heinrich IX . der Schwarze(在 位1120-1126)が

バ イエ ル ン太 公 職 に就 く
。 彼 も皇 帝 側 にっ き，1121年 の ヴ ュル ッ ブル クや

レ ー ゲ ン ス ブ ル ク の交 渉 に 立 ち合 い， こ れ ら の交 渉 が 素 地 に な っ て
，1122

年 の 「ヴ ォ ル ム ス 協 約 」 が 成 立 し た， と考 え ら れ て い る。 ヴ ェ ル フ 家 は

1096年 ヴ ェ ル フ1世 が ハ ィ ン リ ヒ4世 と の和 解 を成 立 させ て 後
，一 貫 して

皇 帝 に忠 誠 を尽 く し， ル ー イ トポ ル ド家 に次 い で バ イエ ル ンで強 力 な太 公 家

とな った が ， ハ ィ ン リ ヒ黒 衣 公 の治 世 期 に既 に シュ タ ゥ フ ェ ン家 との軋 轢 の

兆 しが 現 れ る。

 さ て， 父 王 を退 位 させ て そ の 後 を 継 いだ ハ ィ ン リ ヒ5世 は， 問 題 が 複 雑 に

な って くる と武 力 行 使 に走 り易 い タイ プ の国 王 だ っ た が，30年 以 上 に及 ぶ

激 動 の事 態 ， 即 ち， 所 謂 「叙 任 権 闘 争 」， 実 態 は 「教 皇 の尊 厳 毀 損 」 に端 を

発 し 「王 位 争 奪 戦 」 を経 て 「教 皇 座 分 裂 」 を生 み 「息 子 に よ る王 位 剥 奪 」 を

結 果 した 一連 の 事 態 が ， 彼 の治 世 に お い て よ うや く 「叙 任 態 様 」 の問 題 に収

斂 して来 る。 先 述 の よ うに1107年 ， シ ャロ ン ・シ ュ ル ・マ ル ヌで 行 わ れ た

この会 談 で初 あ て， ドイ ツで 聖 権 及 び俗 権 が 行 う叙 任 態 様 にっ いて 本 格 的 な

議 論 が始 ま った。 叙 任 問 題 は， フ ラ ンス に お い て は既 に1104年 に協 定書 無

し に， イ ギ リス に お い て は1107年 の 「ウ ェ ス ト ミ ン ス タ協 約Konkordat

von Westminster(=ロ ン ドン協約Londoner Konkordat)」 で 決 着 を見 て い た
。

そ の 際， 議 論 を 詰 め る上 で 大 き く貢 献 した の が， シ ャル トル の イ ヴ ォIVO

von Chartres(*1040一 司教1090一 †1115?)の 所 論 で あ る
。 イ ヴ ォの 論 理 は， 従 来

行 わ れ て き た 叙 任 行 為 は ス ピ リ トゥ ア ー リ ァspiritualiaと テ ム ポ ラ ー リ ァ

temporaliaに 対 して 一 括 して 行 わ れ た が， spiritualiaと は 「霊 魂 に帰 属 す る

64)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen
，5.332ff.
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も の」，temporalia65)と は 「現 世 に 帰 属 す る も の 」 で ， こ の 両 者 は 質 的 に

ま った く異 な り， 前 者 は聖 性 に属 し， 後 者 は俗 性 に属 す。 従 って聖 職 者 を叙

任 す る場 合 ， この二 っ を分 離 し， 聖 性 に帰 属 す る もの に対 して は聖 権 が， 俗

性 に帰 属 す る もの に対 して は俗 権 が そ の叙 任 行 為 を行 うの が相 応 で あ る， と

い う もの だ った66)。 この理 論 は英 仏 で は問題 無 くス ム ー ズに受 け入 れ られ た。

しか し， 教 会 を 王 国 の意 の ま ま に す る王 国教 会 制 度 の上 に厳 存 し且 つ塗 油 さ

れ た帝 王 に よ る統 治 とい う神 政 的観 念 を 土 台 に成 立 して い る東 フ ラ ン ク王 国

に と って は， 聖 性 と俗 性 の 峻 別 は そ の 国 制 の 根 幹 に 触 れ る 問 題 と な っ た。

従 って， 教 皇 座 と国 王 側 の 対 立 は激 しい 闘争 に な らざ るを 得 ず ， ハ ィ ン リ ヒ

5世 が3万 の軍 を 引 き連 れ て ロー マ に乗 り込 み教 皇 を2ヵ 月 拘 禁 す るか と思

え ば ， 教 皇 座 が ハ ィ ン リ ヒ5世 を 破 門 す る， な ど と い う騒 ぎ の 中 で ，1111

年 ， 教 皇 パ ス カ リス2世 に よ りハ ィ ン リヒ5世 の皇 帝 戴 冠 式 が 行 わ れ た り し，

結 局1122年9月23日 の 「ヴ ォル ム ス協 約Wormser Konkordat」 で 教 皇 カ リ

クス トゥス2世Calixtus II.(在 位1119-1124)と 皇帝 ハ ィ ン リ ヒ5世 の 間 で 妥

協 的解 決 策 が 日の 目を 見 る。

 「ヴ ォ ル ム ス協 約 」 の 内 容 は， 東 フ ラ ンク王 国 統 治 下 の地 域 を， イ タ リア

及 び ブル グ ン ド地 域 と 「ドイ ッ王 国 」 地域 一 一この よ うな 国 際 的 協 約 文 書 で

東 フ ラ ン ク王 国 の 所謂 「ドイ ッ地 域 」 に 「ドイ ッ王 国 」 とい う名 称 が 与 え ら

れ， それ が 国 王 に よ って受 け入 れ られ た の は これが 最 初 で67)，筆 者 も以 後 ，

そ の後 ドイ ッ地 域 に 発 展 す る東 フ ラ ンク王 国 の 東 部 の み を 指 す 場 合 に は 「ド

イ ッ王 国 」 或 い は 「ドイ ッ地 域 」 と表 現 す る  に 分 け， イ タ リア及 び ブル

グ ン ド地 域 に お い て は， 先 ず ， 叙 任 され る司 教 ・僧 院 長 に対 して 聖 権 を 代 表

す る者 か ら聖 権 の 象 徴 た る 「指 輪 と杖68)」 が 与 え られ る こ と に よ り叙 階 され ，

65)temporaliaは レガー リァregalia「 帝 王に帰属 す るもの」 とも呼 ばれ， レガー

  リァの内容 ・範 疇は時代 によ って様 々に異 なる。

66) LMA， Bd. V， Sp.479ff.

67) 山 田欣吾，叙任権闘争 の時代，in： 成瀬治 ・他編， ドイッ史1，206ペ ージ。

68)「 指輪Ringと 杖Stab」 。 この杖 は司教 が叙任 されてか ら使 用 す る所謂 「司教

  杖」で，国王 の権威 の象徴 た る王笏Zepterと は異 な る。
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その後で，聖別 された司教 ・僧院長 に国王が封誓約と引き換えに69)教会 ・僧

院及びその所領を6週 間以内70)に与える， と決あられた。 ドイッ王国におい

ては，司教 ・僧院長の選出に際 して国王或いはその代理人の同席が認め られ，

候補者について意見が割れた場合，国王が大司教 らの助言に従い 「より良い

方」に決することができる，とされ，叙任に関しては，先ず，選出された司

教 ・僧院長に対 して国王が封誓約と引き換えに教会 ・僧院及びその所領を，

王権の象徴たる王笏を以って，授与 し，その後で，授封された司教 ・僧院長

に聖権を代表する者から聖権の象徴たる 「指輪と杖」が与えられて叙階され

る， と決められた。従 って ドイッ王国の場合，司教等の選出過程で国王の容

喙の余地が残 された。

 この叙任制度は， 一面からすれば， 教皇座の勝利である。 即ち， 教会を

「国王の婢」 から 「神の婢」へと取 り戻 し，教会を教皇座の中央集権体制下

に置き，世俗王侯か らその 「聖性」の衣を剥ぎ取 り，叙任問題において俗権

に聖権の優位を確認させたか らである。一方，東フランク王国にとっては，

この事態は憂慮すべきものとなる。先ず，王国教会制度がこの協約により崩

壊 し，統治の神性が奪われ， もはや神政的観念を臣下に圧 しつけることは不

可能になり，国王と雖 も諸侯のうちの一人に過 ぎな くなり，血統による王位

継承よりも諸侯による選挙での王位決定が親 しみ易 くなったからである。

 この叙任方式は， しか し，他面か らすれば，イヴォ理論からの論理的帰結

であるが，グレゴリゥス7世 が高唱 した教皇座至上主義，或いは 「教皇の首

位権」を根底から否定 した。更 に，シュタゥフェン朝のフ リー ドリヒ1世 赤

髭王が司教等の高位聖職者を再び王国の支柱にしたことか ら明 らかなように，

聖権側が司教叙任行為の一部に国王の関与を容認 したことは，俗権に対 して

聖権への容喙根拠を与える結果をも生んだ。 この叙任制度の確定により聖権

と俗権の二極性が明確にされた点は高 く評価できるが，俗権の力をかりなけ

69)本 稿25ペ ージで述べたように，1095年 ，ウルバーヌス2世 は聖職者が俗人に

  対して封誓約を行うことをも禁止していた。
70) LMA， Bd. V， Sp.481.ま たH . Fuhrmann， Deutsche Geschichte：Sonderaus-

  gabe， Bd.1， S.270によれば，6ヵ 月以内。
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れば存在 し得なかった聖権が，結局は，俗権の支配道具に堕することは，そ

の後の歴史の示す通 りである。

 「叙任権闘争」期は激動の時代， と言える。十字軍活動によるイスラム世

界との接触 という体験 と共に，叙任権闘争が西欧中世社会の上部構造に与え

たインパ クトは大 きく，教皇首位論及び王権神授論を巡 る論争は神学の勃興

を促さずには置かなかったし，それは，ひいては，パ リに，ボローニャに大

学を誕生させることにも繋がった。更に，農業生産性の向上 は安定期に入 り，

人間活動は益々多様化 ・活発化 した。言わば，叙任権闘争の終焉を待 って時

代は新 しい時代に入 った，即ち，真の意味で中世後期が始まった， と言 って

も過言ではなかろう。 ドイッではシュタゥフェン朝の時代が，バイエルンで

はヴィテルスバハ家の時代が始まる。

5.皇 帝 バ ル バ ロ ッサ と バ イ エ ル ン太 公 オ ッ トー1世

 1125年 ， ハ ィ ン リ ヒ5世 が 子 孫 を 残 さ ず 死 去 した た め ， 後 継 国 王 は 選 挙

に よ っ て 決 定 さ れ る こ と に な る 。1125年5月 ， シ ュ パ ィ ア で の 国 王 選 挙 集

会 に バ イ エ ル ン人 ， ザ ク セ ン人 ， シ ュ ヴ ァ ー ベ ン人 ， フ ラ ン ク 人 が 集 ま る 。

候 補 者 は ， ザ ク セ ン太 公 ズ プ リ ン ブ ル ク の ロ ー タ ルLothar von Supplinburg

或 はS�plingenburg(*1075一 †1137)， バ ー ベ ン ベ ル ク家 の オ ス トマ ー ク 辺 境 伯

ル ー イ ト ポ ル ド3世Luitpold III.(*1075?一 †1136)， 及 び ， シ ュ タ ゥ フ ェ ン家 の

シ ュ ヴ ァ ー ベ ン太 公 フ リ ー ド リ ヒ2世Friedrich II.(*1090一 †1147)， の3名 で ，

シ ュ ヴ ァ ー ベ ン太 公 フ リ ー ド リ ヒ2世 は ， 母 親 ア グ ネ スAgnesを 通 し て

ハ ィ ン リ ヒ5世 の 甥 に 当 た り， ハ ィ ン リ ヒ5世 か ら王 国 権 標 を も預 け ら れ て

い た と い う 事 情 も あ っ て ， 最 有 力 候 補 と 目 さ れ た 。 しか し蓋 を 開 け て み る と，

ザ ー リ ァ朝 と ま っ た く無 縁 の ロ ー タ ル が 選 出 さ れ る 。 そ の 直 接 の 原 因 は ， か

ね て か ら ハ ィ ン リ ヒ5世 と 対 立 し て い た マ ィ ン ッ 司 教 ア ー ダ ル ベ ル トA-

dalbertが 反 フ リ ー ド リ ヒ策 動 を し た こ と に あ る が ， Kurt Reindel71)は ，オ ス ト

71)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen，5.335ff.
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マ ー ク辺 境 伯 ル ー イ トポル ドが立 候 補 を辞 退 した段 階 で の ヴ ェル フ家 の バ イ

エル ン太 公 ハ ィ ン リヒ9世 黒 衣 公(在 位1120-1126)の この選 挙 へ の対 応 が
，

新 国 王 ロー タル3世Lothar IIL(*1075一 在位1125一 皇帝1133-1137)を 生 ん だ
，

とす る。 即 ち彼 に よれ ば， 黒衣 公 は， そ の息 女 ユ ー デ ィ トJudith(*1100?一 †

1130/31)が シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 フ リー ド リ ヒ2世 に嫁 い で い た た め
， 当 初

は フ リー ド リ ヒに肩 入 れ を して い た が， 黒 衣 公 はザ クセ ン太 公 マ グ ヌ ス ・ビ

ル ン クMagnus Billung(†1106)の 息 女 ヴル フ ィル デWurfhilde(†1126)を 妻

と して い た。 マ グ ヌス が男 系 子 孫 を残 さず に死 去 した と き
， そ の広 大 な資 産

が妻 ヴ ル フ ィル デ と そ の姉 妹 エ イ リカEilikaの 所 有 に帰 し
， ヴル フ ィル デ の

相 続 分 は リー ネ ブル クL�eburgを 中 心 とす る ザ クセ ン地 域 の ど真 ん 中 に位

置 して いた。 黒衣 公 は， ザ クセ ンの大 豪 族 ロー タル と対 立 す る こ と に よ り こ

の大 きな遺 産 を危 険 に 曝 す の を避 け るた あ
， シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 フ リー ド リ

ヒ2世 支 持 か らザ クセ ン太 公 ロー タル支 持 に回 った
， と推 断 して い る。 更 に，

こ の選 挙 前 に ロ ー タル 側 か ら黒 衣 公 に対 して 黒 衣 公 の 子 息 ハ ィ ン リ ヒ10世

傲 慢 公Heinrich X. der Stolze(*1108?一 在位1126-1138， †1139)と ロ ー タ ル の一一

人 娘 ゲ ル トル ー ドGertrud(*1115一 †1143)の 縁 組 が 提 案 され ， 黒 衣 公 は これ

を了 承 して い た， とさ れ， 黒 衣 公 の死 後1127年 にそ の 婚 礼 が 執 り行 わ れ る
。

この提 案 は男 系 子 孫 に恵 ま れ な か った ロ ー タ ル の後 継 者 確 保 の布 石 と も考 え

られ て 当 然 で あ ろ う。 この よ うな 事 態 の 流 れ を み る と， ヴ ェ ル フ家 と シ ュ

タ ゥフ ェ ン家 の宿 命 的 な対 立 は この 国 王選 挙 を巡 る黒 衣 公 の対 応 に発 す る
，

と言 え る。 シ ュ ヴ ァ ー ベ ン太 公 フ リー ド リ ヒ2世 は 王 国 資 産 問 題 を 巡 って

ロー タル3世 と対 立 す る。 す る と ロー タル3世 は黒 衣 公 に シ ュ ヴ ァー ベ ン太

公 フ リー ド リヒの討 伐 を命 じる。 娘 婿 を討 っ 立 場 に追 い込 ま れ た黒 衣 公 は こ

の葛 藤 に悩 み， 結 局 ， 僧 院 ヴ ァ ィ ンガ ー テ ンWeingartenに 引 き籠 も り
，

1126年12月 ， この僧 院 で死 去 す る。

 後 を 継 い だ バ イ エ ル ン太 公 ハ ィ ン リ ヒ10世 傲 慢 公 は， 黒 衣 公 と異 な り，

実 姉 ユ ー デ ィ トの配 偶 者 ， つ ま り義 兄 弟 の シュ ヴ ァー ベ ン太 公 フ リー ド リヒ

2世 にバ イ エ ル ン軍 を 向 け る。1127年 ， 王 国 資 産 と さ れ た ニ ュ ル ンベ ル ク に
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立 て籠 も る シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 フ リー ド リヒ2世 の軍 を バ イ エル ン軍 は包 囲

し，1130年 の 開 城 後 ， ロ ー タ ル3世 は ニ ュ ル ンベ ル ク を傲 慢 公 に授 封 す る。

今 や バ イエ ル ン と シ ュ ヴ ァー ベ ン も対 立 す るに 至 る。 この 間 の1127年12月 ，

フ リー ド リヒ2世 は ロー タル3世 と対 抗 す るた め， 自 らの実 弟 コ ン ラー トを

対 立 国 王 に立 て る72)。彼 が， ロ ー タ ル3世 死 後 ， 正 統 国 王 コ ン ラ ー ト3世

Konrad III.(*1093一対立国王1127-1135一 在位1138-1151)と な る。

 バ イエ ル ンに は傲 慢 公 の反 対 勢 力 も居 た。 例 え ば ， ボ ーゲ ン伯 フ リー ドリ

ヒFriedrich von Bogenは ， 傲 慢 公 か ら レーゲ ン ス ブル ク教 会 の 免 除特 権 保

護 司 とい う実 入 りの良 い役 職 を取 り上 げ られ た の を 恨 み ， 傲慢 公 に刃 向 か う。

そ の抵 抗 は根 強 く， フ リー ド リヒ伯 の一 派 は， 多数 の伯 の加 勢 を 得 た上 に，

オ ス トマ ー ク辺 境 伯 ル ー イ トポ ル ド3世 を も味 方 に付 け る。1132年 ， あ わ

や戦 闘 開 始 ， とい う瀬 戸 際 に， バ イエ ル ンの宮 廷 伯 ヴ ィ テル スバ ハ家 の オ ッ

トー1世Otto I. von Wittelsbachが 現 れ ， 事 態 を収 拾 す る。 この オ ッ トー1

世 が1180年 にバ イ エル ン太 公 に任 じ られ る オ ッ ト_2世Otto II.(バ イエル

ン太公 と してオ ッ トー1世 ：*1120一在位1180-1183)の 父親 で あ る。

 国 王 ロー タル3世 は王 国 全 般 に 目を配 る と同 時 に 王 国東 部 の ス ラ ヴ人 居 住

域 に も勢 力 を 伸 ば し， 王 権 の 影 響 範 囲 を 広 げ る。 反 国 王 派 の 親 玉 で あ った

ロー タル が国 王 に即 位 した こ と 自体 ， 既 に諸 侯 勢 力 の伸 長 を 明示 す るが， こ

れ ら諸 侯 を統 率 す るた め， 並 び に， オ ッ トー朝 以 来 国 政運 営 上 重 要 な位 置 を

占 あ て い た聖 職 者 た ち を叙 任 権 闘 争 終 結 後 も引 き続 き確保 す るた あ， ロ ー タ

ル3世 は， 教 皇 座 と の関 係 を重 視 し，1130年 ， 教 皇 座 が 分 裂 す る と， 広 範

な支 持 を得 て正 統 な教 皇 と認 知 され た イ ノケ ン テ ィ ゥ ス2世Innocentius II.

(在位1130-1143)を 支 持 し， 彼 を 追 放 先 か らロ ー マ に連 れ戻 し，1133年6月 ，

ロー タ ル3世 は 彼 に よ り皇 帝 に戴 冠 さ れ る。1135年 に はバ ンベ ル ク の王 国

会 議 で 全 国 的 平 和 令 を 発 布 ， フ ェ ー デ を 禁 止 ，1134年 に シ ュ ヴ ァ ー ベ ン太

公 フ リー ド リ ヒ2世 を，1135年 に そ の 弟 コ ン ラ ー トを 服 属 さ せ た 彼 は，

72) H.Fuhrmann， Deutsche Geschichte：Sonderausgabe， Bd.1，5.293.
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1136年 ，傲 慢 公 の軍 列 を も従 え つ っ， 教 皇 座 を脅 か す 南 イ タ リア の ノ ル マ

ン勢 力 の打 倒 に向 か う。 大 した戦 果 を挙 げ られ ぬ ま ま帰 国 の途 にっ い た ロ ー

タ ル3世 は， 途 中 テ ィロ ー ル で1137年12月 ， 死 去 す る。 義 父 ロ ー タ ル3世

か ら王 国 権 標 と ザ ク セ ン太 公 領 を 委 ね られ た73)当時30歳 だ っ た で あ ろ う

バ イ エル ン太 公 ハ ィ ン リ ヒ傲 慢 公 は
， 翌1138年 ， マ イ ンッの 選 挙 集 会 に臨

む  この 時 が彼 の権 勢 の絶 頂 期 で あ った 。

 バ イエ ル ン太 公 ハ ィ ン リヒ10世 傲 慢 公 は，1137年 ， ロ ー タル3世 か ら ト

ス カ ー ナ辺 境 伯 に任 じ られ， 更 に イ ノケ ンテ ィ ゥ ス2世 か らマ テ ィル ダの所

領74)を も授 封 さ れ て い た。 そ の上 ザ ク セ ン太 公 に もな っ た彼 は， 修 史 家 フ

ラ イジ ングの オ ッ トー一〇tto von Freising(*1112一 †1158)に よ れ ば 「海 洋 か ら

海 洋 ま で75)」， 即 ち デ ンマ ー クか ら シ シ リア ま で が 我 が 所 領 ， と豪 語 す る

一 この修 史 家 に よ り彼 に 「傲 慢76)superbia」 の レ
ッテル が 貼 られ る一 一彼

の綽 名 「傲 慢 公 」 の 由来 で あ る。 並 み の諸 侯 に は到底 考 え られ な い飛 び抜 け

て広 大 な領 地 を所 有 した上 に， この傲 慢 さ， これ らが命 取 りに な って，1138

年 ， 彼 は， 予 定 を 早 あ て 開 催 さ れ た 選 挙 集 会 で 無 視 さ れ ， か っ て の シ ュ

73) LMA， Bd. VII， Sp.1229 .

74)Ebd.， Bd. VI， Sp.394に よ れ ば 「マ テ ィ ル ダ の 所 領Mathildische G�er」 は 北

 部 ・中 部 イ タ リア に 広 が る ト ス カ ー ナ 辺 境 伯 領 で ， そ の 最 後 の 相 続 人 が ト ス カ ー

 ナ の マ テ ィ ル ダMathilda(*1046一 †1115)。 マ テ ィ ル ダ は1080年 頃 こ の 所 領 を

 ロ ー マ 教 皇 に 遺 贈 す る こ と を 約 し て い た 。 こ の 所 領 に は パ ル マ ， ヴ ェ ロ ー ナ ， ピ

 サ ， フ ロ ー レ ン ス 等 が 含 ま れ て い た た め 諸 侯 の 垂 涎 の 的 に な っ て い た 。

75)Walther Lammers(hg.)， Otto Bischof von Freising
， Chronik oder die

 Geschichte der zwei Staaten (lat.一dt.)， in：Ausgew臧lte Quellen zur

 deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Ged臘htnisaus-

 Babe， Bd. XVI， Darmstadt， Wissenschaftl. Buchgesellschaft，1960.5.540.

76)G.Waitz(recensuit)， Ottonis Gesta Friderici imperatoris
， in：Scriptores

 rerum Germanicarum in usum scholarum ex MGH recusi， Hannover，1884.

 Lib.1，23， S.29に よ れ ば ，バ イ エ ル ン 太 公 ハ ィ ン リ ヒ10世 はpro nota superbiae

 「傲 慢 さ の た め に 」 ロ ー タ ル3世 の イ タ リ ア 遠 征 に 従 軍 し て い た 者 た ち か ら嫌 わ

 れ る に 至 っ た 。
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ヴ ァー ベ ン太 公 フ リー ドリ ヒ2世 同様 ， 新 国 王 シ ュ タ ゥ フ ェ ン家 の コ ン ラ ー

ト3世Konrad III.(*1093一在位1138-1151)に ， 臨終 の床 で義 父 か ら渡 され た

王 国権 標 を 献上 せ ざ るを 得 な くな る。 但 し， 傲 慢 公 の 自負 心 が入 り婿 の よ う

な立 場 で 国 王 に即 位 す る こ とを許 した か ど うか は疑 問， とす る声 もあ る77)。

兎 も角， 対 立 国 王 が正 統 国 王 に生 ま れ変 わ った に っ い て は ト リー ア大 司 教 ア

ル ベ ロAlbero(在 職1131-1152)と ロー マ教 皇 イ ノケ ンテ ィ ゥス2世 の策 に負

う と ころ が多 か った， とい うの が通 説 。 選 挙 手 続 きは， 正 規 の選 挙 集 会 日を

ア ル ベ ロ等 の画 策 で勝 手 に早 め て しま う措 置 が と られ た た あ， 異 例 で は あ っ

た もの の， コ ン ラー トは大 方 の支 持 を得 て 王 位 に即 く。 彼 は直 ち に傲 慢 公 潰

しに掛 か る。 即 ち， 如 何 な る諸 侯 も二 つ の太 公 領 の所 有 は許 され ぬ ， と い う

国 法78)を盾 に， バ イエ ル ン太 公 領 か ザ クセ ン太 公 領 か を 放 棄 す る よ う新 国 王

コ ンラ ー ト3世 は傲 慢 公 に迫 る。 傲 慢 公 が これ を 拒 否 す る と
， コ ンラ ー ト3

世 は傲 慢 公 か ら，1138年8月 ， ザ クセ ンを， 同年12月79)， バ イエ ル ンを 取

り上 げ ， ザ クセ ン太 公領 は ア ル ブ レ ヒ ト熊 公Albrecht der B舐(在 位1138-

1141)に ， そ う して バ イエ ル ン太 公 領 は1139年 春 バ ー ベ ンベ ル ク家 の オ ス

ト マ ー ク 辺 境 伯 ル ー イ ト ポ ル ド4世Luitpold IV.(*?一 †1141)に 与 え る。

ル ー イ トポ ル ド4世 は， 母 親 ， っ ま りザ ー リァ朝 国 王 ハ ィ ン リヒ4世 の息 女 ，

で あ る ア グネ ス を介 して， コ ン ラー ト3世 と異 父 兄 弟 の間 柄 に あ った。 ハ ィ

ン リヒ10世 傲 慢 公 は コ ンラ ー ト3世 へ の 反 逆 の チ ャ ンスを 狙 うが
，1139年

10月 ， 死 去 して しま う。 傲 慢 公 の弟 ヴェ ル フ6世Welf VI.(*1115一 †1191)が

バ イエ ル ンを巡 って ル ー イ トポ ル ド4世 と争 うが
， ル ー イ トポ ル ド4世 は持

ち堪 え る。 そ の ル ー イ トポ ル ド4世 が1141年 に 死 ぬ と， コ ン彡 一 ト3世 は

バ イ エ ル ン太 公 位 は 自 らに留 保 しつ つ
， オ ス トマ ー クだ けを ル ー イ トポ ル ド

4世 の兄 弟 ハ ィ ン リヒ ・ヤ ー ゾ ミァ ゴ ッ トHeinrich Jasomirgott (*1107?一†

77) Odilo Engels， Die Staufer，6.，�erarb. und erw. Aufl .， Stuttgart，

 Kohlhammer，1994，5.32.

78) H.Fuhrmann， Deutsche Geschichte：Sonderausgabe ， Bd.1，5.300.

79)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen， S.338 .
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1177)80)に 授 封 す る。 コ ン ラー ト3世 は，1142年 復 活 祭 の と き， ヴ ェル フ家

とバ ー ベ ンベ ル ク家 の和 解 を生 み 出 そ う と して ， 傲 慢 公 の未 亡 人 ゲ ル トル ー

ドとヤ ー ゾ ミァ ゴ ッ トを結 婚 させ， そ の 際 ゲ ル トル ー ドと傲 慢 公 の間 にで

きた子 息 ハ ィ ン リ ヒ獅 子 公Heinrich der L6we(*1129一 †1195)を ザ ク セ ン太 公

に任 じて ， 国 法 上 ， バ イエ ル ン太 公 領 を諦 あ させ る。 バ イ エル ン太 公 領 は
，

、今 や 獅 子 公 の 義 父 に な っ た ヤ ー ゾ ミ ァ ゴ ッ トに 授 封 さ れ ，ll43年 ， 彼 は

ハ ィ ン リ ヒ11世 ヤ ー ゾ ミ ァゴ ッ トと して バ イエ ル ン太 公 位 に 就 く
。 す る と

ヴ ェル フ6世 が ヤ ー ゾ ミ ァゴ ッ トに噛 み 付 き， コ ン ラー ト3世 の両 家 和 解 策

も水 泡 に帰 す。 更 に ヤ ー ゾ ミァ ゴ ッ トは， 一 部 の 豪 族 が 奇 襲 攻 撃 に よ りハ ン

ガ リー の要 塞 プ レス ブ ル クを 占拠 した こ とか らバ イ エル ン東 部 国 境 で ハ ンガ

リー と の紛 争 に も巻 き込 ま れ る。

 そ ん な1147年 ， 第2次 十 字軍 が 始 ま る。 コ ン ラー ト3世 も ヴ ェル フ6世

もヤ ー ゾ ミァ ゴ ッ トもそ れ に加 わ り国 内 外 の争 い も一 時 休 止 とな る。 この十

字 軍 は主 と して ドイ ッ人 か ら成 って いた が ， コ ンラ ー ト3世 率 い る主 力 軍 は

大 敗 北 を喫 し， 帰 還 した 者 は4分 の1で しか なか った， と言 わ れ る81)。 これ

と対 照 的 に， 北 ドイ ッ諸 侯 は思 い思 い に ス ラ ヴ十 字 軍 を組 織 し
， 獅 子 公 も，

ス ラ ヴ人 居 住 域 の キ リス ト教 化 を名 目 に， 東 方 進 出 を 図 りそ の基 盤 を 固 あ る。

ヤ ー ゾ ミ ァゴ ッ トは， コ ンス タ ンテ ィノ ー プ ル で ビザ ン ッ帝 国皇 帝 マ ヌ ェル

1世 コム ネ ノ スManuel I. Komnenos(*1118一 †1180)と の話 合 い で そ の姪 テ ォ

ドー ラTheodoraと の縁 組 が纏 ま った こ とで ， 大 き な収 穫 を得 る。 とい うの

も， これ に よ り， 東 部 国 境 対 策 が 十 全 に な り， ビザ ンッ文 化 のバ ー ベ ンベ ル

80)ハ ィ ン リ ヒの綽 名Jasomirgottは ， Ja ， so mir Gott helfeの 縮 小 。 Ja， so mir

 Gott helfeはIch schw6re es， so wahr mir Gott helfeと 同 意 。 Ich schw6re

 _の 表 現 は， 信 教 の 自 由 に抵 触 しな い限 り現 在 も用 い られ ， 服 務 宣 誓 或 い は 証

 言 宣 誓 の 際 に宣 誓 者 が 宣 誓 相 手 に答 え る際 の言 回 し。 「はい， 神 の お 助 けを 得 て

 (=ご 加 護 の も と に)」 程 の 意。LMA， Bd. IV， Sp.2074に よ れ ば， こ の綽 名 は

 ハ ィ ン リヒの 敬 虔 さを 強 調 す る た め に ア ラ ビア語 の表 現 を も じ って 中世 後 期以 後

 に付 け られ た もの。

81) H.Fuhrmann， Deutsche Geschichte：Sonderausgabe ， Bd.1，5.303.
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ク家 へ の流 入 が促 進 さ れ， バ ー ベ ンベ ル ク家 の勢 威 を上 げ る可 能 性 が開 け た

か らで あ る。

 1152年2月 ， オ ッ トー1世(*912一 在 位936一皇帝962-973)以 後 の 歴 代 東 フ

ラ ンク王 国 国 王 の 中 で只 一 人 ， 皇 帝 位 に即 く こ との な か った コ ン ラー ト3世

が 病 床 で 息 を引 き取 る。 コ ン ラー ト3世 は勢 力 を伸 ば しつ つ あ る ドイ ッ諸 侯

た ち， 特 に北 部 の諸 侯 を充 分 掌 握 で きた とは言 え ず， ヴ ェ ル フ家 とバ ー ベ ン

ベ ル ク家 の対 立 問 題 も， ヴ ェ ル フ家 と シュ タ ゥ フ ェ ン家 の対 立 同様 ， 後 継 国

王 フ リー ドリ ヒ1世 赤 髭 王 に委 ね られ る こ とに な る。

 1152年3月 ， シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 フ リー ド リヒ2世 の嫡 子 フ リー ド リ ヒ

が 問 題 無 く国 王 に選 ばれ ， フ リー ド リヒ1世 赤髭 王Friedrich I. Barbarossa

(*1122?一国王1152一 皇 帝1155-1190)を 名 乗 る。 彼 は 国 王 選 挙 の 際 に 既 に 従 兄

弟82)ハ ィ ン リ ヒ獅 子 公 にバ イエ ル ン太 公 領 の授 与 に つ い て何 らか の保 証 を し

た ら しい83)。相 変 わ らず 東 フ ラ ンク王 国 内 で 大 き な勢 力 を保 持 す る ヴ ェ ル フ

家 の支 援 を必 要 と した フ リー ドリ ヒ1世 赤 髭 王 は， 無 条 件 で 獅 子 公 の 要 求 に

応 じざ るを得 な い。 バ イ エル ン太 公 領 問 題 にっ いて 話 合 う た め に， 赤髭 王 は

現 バ イエ ル ン太 公 ヤ ー ゾ ミァ ゴ ッ トを 呼 び寄 せ よ う とす るが ， 彼 は話 合 い に

一 切 応 じな い
。 そ こで赤 髭 王 は， 彼 の同 意 無 しに，1154年6月 ， 獅 子 公 に

バ イエ ル ン太 公 位 を与 え る約 束 を し
，1155年10月 ， レーゲ ンス ブル ク王 国

会 議 で 彼 を第12代 バ イエ ル ン太 公 に任 命 す る。 しか しヤ ー ゾ ミ ァ ゴ ッ トは

相 変 わ らず 「バ イエ ル ン太 公 兼 オ ス トマ ー ク辺境 伯 」 を 名乗 り続 け る。 国 法

上 か らす れ ば， 赤 髭 王 はヤ ー ゾ ミァ ゴ ッ トに軍 事 攻 撃 を か け る こ と も可 能 で

あ っ た が， ヤ ー ゾ ミ ァ ゴ ッ トの 背 後 に は， 彼 の 義 兄 弟84)ボ ヘ ミア太 公 ヴ ラ

82) シ ュ タ ゥ フ ェ ン家 の シ ュ ヴ ァ ー ベ ン太 公 フ リー ド リ ヒ2世 は，ll20年 ， ヴ ェ

 ル フ家 の バ イ エ ル ン太 公 ハ ィ ン リ ヒ9世 黒 衣 公 の 息 女 ユ ー デ ィ トと結 婚 し， ブ

 リー ドリ ヒ赤 髭 王 を設 けた 。 一 方 ユ ー デ ィ トの兄 ハ ィ ン リヒ10世 傲 慢 公 の子 息

 が ハ ィ ン リ ヒ獅 子 公 。 従 って フ リー ド リヒ赤 髭 王 とハ ィ ン リヒ獅 子 公 は従 兄 弟 の

 関 係 に な る。

83)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen， S.340.

84) ボヘ ミア の ヴ ラ デ ィス ラフ は最 初 ヤ ー ゾ ミァ ゴ ッ トの妹 ゲ ル トル ー ドGertrud
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デ ィス ラフVladislav(η 一太公1140一 国王1158-1172一 †1174)， 彼 の妃 の叔 父 ビザ

ンッ帝 国 皇 帝 マ ヌ ェ ル等 と い う錚 々 た る面 々が 控 え て い た た め， そ れ もな ら

な か った 。 そ こ で赤 髭 王 は更 に話 合 い に よ る解 決 を 追 求 し，1156年9月 ，

バ イ エ ル ン太 公 領 か らオ ス トマ ー ク及 び3伯 領85)tres comitatusを 分 離 し
，

オ ス トマ ー ク等 を オ ー ス ト リア太 公領 に格 上 げ し， 後 の オ ー ス トリア帝 国 へ

の 発 展 の礎 石 を 置 きっ つ， この オ ー ス ト リア太 公領 を ヤ ー ゾ ミ ァゴ ッ トに授

封 ， 獅 子 公 にバ イエ ル ン太 公 領 を 授 封 した。 そ の 際 赤 髭 王 は ヤ ー ゾ ミ ァ

ゴ ッ トに所謂 「小 特 権 状Privilegium minus」 を も授 け る。 こ の小 特 権 状 の

真 偽 を巡 って か っ て は論 争 が あ った が， 現 在 で は これ を 「偽 」 とす る論 は否

定 され て い る。 この 「小 特 権 状 」 で オ ー ス ト リア太 公領 に， 女 系 に よ る太 公

位 継 承 及 び遺 言 に よ る太 公 位 継 承 者 指 定 が承 認 され， 従 軍 ・出 兵 義 務 は オ ー

ス ト リア の周 辺 地 域 の み に限 定 さ れ， 高 級 裁 判 権 も認 あ られ た。 子 宝 に恵 ま

れ て い な い ヤ ー ゾ ミ ァ ゴ ッ ト夫 妻 を 考 慮 す る と， こ こ に は 赤 髭 王 の ヤ ー ゾ

ミァ ゴ ッ ト及 び そ の妃 テ オ ドー ラに対 す る配 慮 が存 分 に示 され て い る86)。

 赤 髭 王 は， この間 の1153年 ， ロー マ教 皇 エ ゥゲ ニ ゥ ス3世Eugenius III.

(在位1145-1153)と の間 で 「コ ンス タ ン ッ条 約Konstanzer Vertrag」 を 結 び，

シ シ リア王 国 及 び ビザ ンッ帝 国 の勢 力 伸 長 を阻 止 す る た め に連 帯 行 動 を と る

こ とを 定 め，1155年6月 ， ロー マ 共 和 政 の復 興 を意 図 す る ロ ー マ市 民 の意

 と結 婚 ， そ の死 後 ， テ ィ ー リ ンゲ ンの ユ ー デ ィ トJudithと 再 婚 。 従 って ヤ ー ゾ

 ミァ ゴ ッ トは妹 を介 して ヴ ラデ ィス ラ フ と義 兄 弟 の関 係 に な る。

85)LMA Bd. III， Sp.78f.に よ れ ば， 「伯 領Grafschaft」 が 自然 的 に形 成 され た小

 規 模 な 自治 統 合 体 で， そ の運 営 は伯 に任 せ られ るの に対 し，comitatusは ， 幾 っ

 か の村 落 や中 小 の都 市 を人 為 的 に纏 め て一 つ の行 政 単 位 に形 成 した小 規模 統 一 体

 で， 家 人 に よ っ て管 理 され る こ とが 多 い。 従 っ て， 日本 の現 今 の行 政 単 位 で 言 え

 ばcomitatusは 「郡 」 に 相 当 し よ う か(多 く の 研 究 者 はcomitatusをGraf-

 schaftと 同一 視 して い る)。 この よ うな行 政 単 位 の 設 定 に よ り王 権 は そ の統 治 を

 末 端 に まで 浸 透 させ 易 くな っ た， と言 われ る。 尚 ， 「3伯 領 」 が具 体 的 に どの地

 域 を指 す か にっ いて 一 致 した 見 解 は な い(K.Reindel， Von den Karolingern

 zu den Welfen， S.343及 びAnm.129参 照)。

86)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen， S.342ff.
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気 盛 ん な中， 皇 帝 位 に即 く。 しか し赤 髭 王 が シ シ リア攻 略 を実 践 しな い ま ま

に イ タ リアを 引 き上 げ た た め ， ロ ー マ教 皇 ハ ドリア ヌ ス4世Hadrianus IV .

(在位1154-1159)は ，1156年6月 ， 一一転 して シ シ リ ア 国 王 と の 間 に 「ベ ネ

ヴ ェ ン トの和 約Friede von Benevent」 を締 結 ， ノ ル マ ン勢 力 と の平 和 共 存

を図 る。 フ リー ドリ ヒ1世 赤 髭 王 の皇 帝 戴 冠 を兼 ね た第1回 イ タ リア遠 征 に

は獅 子 公 も参 加 して い た。 そ の遠 征 か らの帰 路 ， 皇 帝 軍 は， ヴ ェ ロー ナ近 辺

の エチ 峡 谷Etschklauselに さ しか か った と き， 山賊 に襲 わ れ る。 ヴ ィテ ル ス

バ ハ 家 の バ イエ ル ン宮 中 伯 オ ッ トー2世 は巧 み に それ をか わ し皇 帝 軍 を無 事

に通 過 させ る。 赤 髭 王 が 獅 子 公 にバ イエ ル ン太 公 領 を 授 封 した にっ い て は
，

国王 選 挙 の際 の約 束 もさ る こ とな が ら， バ イ エル ン人 及 び獅 子 公 にか な りの

恩 義 を感 じて い た た あ， 彼 らに対 す る論 功 行 賞 の 意 味 もあ った で あ ろ う87)
。

 1157年10月 ， ブ ザ ン ソ ンBesanGonで の王 国 会 議 に お い て ， 教 皇 特 使 で

司 教 枢 機 卿 ロ ラ ン ド ゥスRolandus(=後 の教皇 ア レクサ ンダー3世Alexander

III.，在位1159-1181)と 皇 帝 側 との 間 で ， 「皇 帝 権 は教 皇 か ら与 え られ た もの 」

との 考 え を 表 明 し たハ ド リア ヌ ス4世 の 手 紙 の 中 の単 語beneficiumを 赤 髭

王 の家 臣 ケ ル ン大 司 教 ラ ィナ ル ド ・フ ォ ン ・ダ ッセ ルRainald von Dassel

(在職1062-1084)が 「恩 寵 ， 温情 」 とせ ず に 「封 土 」 と訳 した こ とか ら騒 動

が 起 こ り， バ イエ ル ンの宮 廷 伯 オ ッ トー2世 が剣 を抜 い て ロ ラ ン ドゥ ス に切

り掛 らん ば か りにな る88)。皇 帝 が 彼 らの 間 に入 って 事 態 が 収 拾 さ れ るが ， こ

の 事 態 の 背 景 に は， 皇 帝 権 にっ い て赤 髭 王 は， オ ッ トー朝 や ザ ー リァ朝 の諸

皇帝 同様 ， 「王 権 も皇 帝 権 も神 か ら直 接 に授 与 され た もの」 との神 権 的 観 念

を持 って い て， 帝 権 側 と聖 権 側 の 皇 帝 権 観 の 基 本 的 違 いが あ った こ とが 指 摘

さ れ よ う。

 バ イエ ル ン太 公 ハ ィ ン リヒ12世 と な った獅 子 公 は， 早 速 ， バ イ エル ンで

問 題 を起 こす 。 ラ ィ ヒ ェ ンハ ルReichenha11か らア ゥ ク ス ブ ル クに 通 じる塩

街 道 が ， 当時 ， イ ー ザ ル 河 畔 の フ ェ ー リ ングF6hringを 通 って い た。 そ の た

87) Ebd.， S.346.

88) Ebd.， S.346.
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あ， イ ー ザ ル河 に懸 る橋 の収 税 所 は こ の地 域 の領 主 で 修 史 家 と して 著 名 な フ

ラ イジ ング司 教 オ ッ トーOtto(在 職1138-1158)に 高収 入 を齎 して い た。 フ ェ

ー リ ング に は市 場 開 催 権 と貨 幣 鋳 造 権 も与 え られ て いた
。 ザ ク セ ンで 様 々 な

都 市 を 開 発 して きた 獅 子 公 は これ に 目を 付 けて ，1158年 ， この橋 を破 壊 し，

5キ ロほ ど上 流 地 点 に新 た に橋 を懸 け， 収 税 所 を作 り， 町 造 りをす る。 この

町 が現 在 の ミュ ン ヒ ェ ンの 祖 とな る。 赤 髭 王 は獅 子 公 の この 明 白 な 暴 挙 を 容

認 し， フ ラ イ ジ ン グ司教 に対 す る若 干 の 補 償 を 命 じた だ けに 終 わ る。 ミュ ン

ヒ ェ ンは そ の 後 す ぐ 目覚 しい発 展 を遂 げ，1180年 獅 子 公 が バ イエ ル ン太 公

位 を追 わ れ た と きに は最 早 破 壊 で きな い ほ どに な って い た， と の こ と89)。そ

の後 も獅 子 公 は レー ゲ ンス ブル ク司教 に対 して違 法 行 為 を働 くな ど して 問題

を起 こす が， 従 兄 弟 の赤 髭 王 は そ の都 度 ， 獅 子 公 を擁 護 す る。

 1158年 か ら約4年 間 続 い た 赤 髭 王 の 第2次 イ タ リア 出 兵 に は， 堂 々 た る

軍 列 を 従 え て ， 獅 子 公 ， ヴ ィテ ル ス バ ハ家 の バ イエ ル ンの宮 廷 伯 オ ッ トー2

世 ， 更 に は オ ー ス トリア太 公 ヤ ー ゾ ミ ァゴ ッ トも加 わ り， 皇 帝 軍 は ミラ ー ノ

及 び ク レ モ ー ナCremonaを 服 属 さ せ る。1159年 夏 ， バ イ エ ル ン の宮 廷 伯

オ ッ トー2世 は皇 帝 使 節 団 を 率 いて ロ ー マ に入 る。9月 ， ハ ドリア ヌ ス4世

の後 任 選 出 は教 皇 座 の分 裂 を結 果 し， 宮 廷 伯 オ ッ トー2世 等 の 少 数 派 に支 持

され た教 皇 ヴ ィ ク トル4世Viktor IV.(在 位1159-ll64)が 教 皇 ア レクサ ン

ダー3世Alexander III.(在 位1159-1181)と 対 立 す る。 ヴ ィ ク トル4世 並 び に

彼 を支 持 す る赤 髭 王 及 び そ の顧 問 た ち は ア レクサ ン ダー3世 に よ り破 門 され

る。1167年 ， フ リー ドリ ヒ赤 髭 王 は ロー マ を攻 略 したが ， ロー マ に流 行 っ

た マ ラ リア の た め， ロー マ を後 に せ ざ るを得 な くな る。 イ タ リア北 部 を 中心

とす る 「ロ ンバ ル デ ィ ア都 市 同 盟Lombardischer St臈tebund」 は根 強 く ブ

リー ドリ ヒ赤 髭 王 に抵 抗 し，1168年5月 ， 周 辺 の 都 市 同 盟 と連 帯 して ， 教

皇 ア レ ク サ ン ダ ー3世 の 名 に 因 ん だ城 「ア レ ッサ ン ド リ ァAlessandria」 を

建 設 ， 赤 髭 王 に対 抗 す る。1174年 ， フ リー ド リ ヒ赤 髭 王 は ア レ ッサ ン ド

89)LMA， Bd. VI， Sp.897及 びK. Reinde1， Von den Karolingern zu den Welfen ，

  S.345.
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リァ城 を攻 あ るが決 着 が っ か な い。 獅 子 公 は， イ タ リア へ の従 軍 義 務 を課 さ

れ て い な か った た め，1167年 以 後 ， 皇 帝 軍 に従 軍 しなか っ た。 イ タ リア情

勢 が 一 向 に好 転 しな い の に業 を 煮 や し た赤 髭 王 は，1176年1月 ， 多 分 キ ァ

ヴ ェ ンナChiavennaで で あ ろ う， 獅 子 公 に跪 い て援 軍 を要 請 す る。 しか し応

諾 は得 られ な い。 獅 子 公 の従 軍 を得 られ ぬ ま ま戦 闘 を続 け た赤 髭 王 は敗 北 を

重 ね る。 結 局 彼 は，1177年7月 ， ア レク サ ンダ ー3世 を正 統 教 皇 と認 め教

皇 座 の分 裂 を公 式 に解 消 し， 不 利 な条 件 で 正 統 教 皇 と 「ヴ ェ ネ ッ ィ ァの和 約

Friede von Venedig」 を結 ぶ 。 赤 髭 王 は そ の後 一 年 ほ ど北 イ タ リア に滞 在 す

る。 フ リー ドリ ヒ赤 髭 王 は，1156年 に ブル グ ン ド伯 ラ ィナ ル ド3世Rainald

III.(生 没年等 は不詳)の 息 女 で相 続 人 の ベ ア トリク スBeatrix(*1140?一 †1184)

と結 婚 して い た が， 故 国 へ の帰 途 ， ア ル ルArlesで ブル グ ン ド王 位 に 即 くgo)。

 一 方 ， ハ ィ ン リヒ獅 子 公 は， この 間 に東 フ ラ ン ク王 国 の しが らみ か ら安 ん

じて身 を 引 き離 せ るほ ど に， 著 しい成 果 を収 め る， 即 ち， そ の富 ， 両 太 公 領

を基 盤 とす る権 力 ， ス ラヴ人 制 圧 の成 果 に発 す る 自負 ， 英 プ ラ ン タ ジ ネ ト朝

Plantagenet国 王 ヘ ン リ2世Henry II.(*1133一†1189)の 息 女 マ テ ィル デMathil-

de(*ll57一 †1189)と の結 婚(1168年)， 数 千 名 の騎 士 を率 いて 聖 地 へ 赴 く途 上

で の ビザ ンッ宮 廷 にお け る絢 爛 た る レセ プ シ ョ ン(1172年)， これ らは， 彼

の 自負 心 を 強 め た ば か りか ， 従 兄 弟 で 東 フ ラ ンク王 国 国 王 フ リー ドリ ヒ1世

赤 髭 王 へ の 対 応 を も素 っ気 無 い もの とす る。 獅 子 公 の イ タ リア従 軍 拒 否 が そ

の 好 例 で あ ろ う。 これ らは フ リー ド リ ヒ赤 髭 王 にハ ィ ン リ ヒ獅 子 公 と の関 係

を 再 検 分 させ る き っか けを与 え るに 充 分 過 ぎ る もの で あ った が ， 獅 子 公 は，

そ の上 更 に ， 赤髭 王 の イ タ リア政 策 を支 え る皇 帝 派諸 侯 を 狙 って 様 々 に脅 迫

的干 渉 を行 い， イ タ リア 出兵 の た あ に彼 らが ドイ ッを離 れ るの を 困 難 に して

い た， とい う事 情 もあ った。 赤 髭 王 にす れ ば， ロ ーマ教 皇 ア レクサ ンダ ー3

世 と も和 平 が成 立 した今 とな って は， 獅 子 公 の支 援 を以 前 ほ どに は必 要 と し

な くな って い た。 従 って， 獅 子 公 の不 当 な諸 行 為 を掩 護 す る必 要 も消 え 失 せ

90) H.Fuhrmann， Deutsche Geschichte：Sonderausgabe ， Bd.1， S.328-332.
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て い た。

 獅 子 公 の 失 脚 は， 彼 に対 立 す る ザ ク セ ン諸 侯 が獅 子 公 の違 法 行 為 ， 不 当 な

干 渉 を 訴 え た こ と に始 ま る。 フ リー ド リヒ赤 髭 王 は， 獅 子 公 擁 護 の姿 勢 を放

棄 ， 裁 判 を成 行 に 任 せ る。 獅 子 公 に対 し，1180年1月 ， 両 太 公 領 の没 収 の

判 決 ， 同 年6月 ， 裁 判 不 出 頭 に よ る帝 国 永 久 追 放 刑 の宣 告 ， 及 び す べ て の封

土 ・私 有 地 の 没 収 の判 決 が 言 い渡 さ れ る。 バ イエ ル ン太 公 ハ ィ ン リ ヒ12世

獅 子 公 を 弁 護 す る声 はバ イエ ル ンか ら一 っ と して挙 が らな か った。100年 以

上 続 い た ヴ ェ ル フ家 の バ イエ ル ン支 配 もバ イ エ ル ン に と って は根 無 し草 で

あ った こ とが 明 らか に な る。 それ で も彼 は執 拗 に ザ クセ ンか ら従 兄 弟 の赤 髭

王 に 反 抗 を 続 け， そ の 後 ， イ ギ リス に渡 る。1194年 ， 彼 は， フ リー一ド リヒ1

世 赤 髭 王 の子 息 で 後 継 者 の ハ ィ ン リ ヒ6世 と和 解 し， そ の一 年 後 の1195年

8月 ， ブ ラ ゥ ンシ ュ ヴ ァ ィクBraunschweigで 死 去 す る。 この時 ， バ イエ ル

ンは既 に ヴ ィテ ル スバ ハ 家 の 時 代 に入 って い た91)。

 1180年4月 ， 獅 子 公 か ら没 収 さ れ た ザ クセ ン太 公 領 は二 分 割 され ， 東 部

は ア ス カ ニ ァ家Askanierの ベ ル ンハ ル ドBernhard(*1140一 †1212)に ， 西 部

は ケ ル ン大 司教 に与 え られ る。 同 年9月 ， バ イエ ル ン太 公 領 も更 に二 分 割 さ

れ， シ ュ タ イ ァマ ー クSteiermarkが 太 公 領 に 格 上 げ さ れ て ， そ の太 公dux

Styreに は辺 境 伯 で あ った オ タカ ル4世Otakar IV.(*1163一 †1192)が 昇 格 ・任

命 さ れ， 中心 部 バ イエ ル ン太 公領 は ヴ ィ テル スバ ハ 家 のバ イエ ル ンの 宮 廷 伯

オ ッ トー2世 に与 え られ る。 結 果 的 に 太 公 領 が 小 規 模 化 し， 中 央 権 力 の 目が

行 き届 き易 い行 政 単 位 が形 成 さ れ る。

 更 に1180年 ， フ リー ドリ ヒ赤 髭 王 は帝 国 諸 侯 身 分principes imperii制 度

を導 入 す る。 この制 度 に定 あ られ た諸 侯 が帝 国 直 属 ， つ ま り帝 国 直 臣 の 地 位

を 占 め る こと に な り， 帝 国 諸 侯 身 分 制 度Heerschild或 はHeerordnungは ， 封

建 制 と密 着 しつ つ ， 封 土 法(Lehnrechtレ ー ン法)上 の 諸 侯 の 身 分 を 確 定 し，

封 土 授 与 範 囲 ， 軍 役 動 員 可 能 な家 臣 の 範 囲 等(同 身分内 は禁 じられ， 上 か ら下

91)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen， S.348f.
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へ の体 系)を 規 定 し， 封 建 制 の 枠 組 を 固 あ る。 「ザ ク セ ン法 鑑Sachsenspie-

ge1」 に準 じて こ の制 度 の 概 要 を 示 せ ば， 以 下 の よ う に な る ：第 一 身 分=国

王(皇 帝)， 第 二 身 分=聖 界 帝 国諸 侯 ， 第 三 身 分=俗 界 帝 国 諸 侯 ， 第 四身 分

=自 由身 分 者
， 第 五 身 分=参 審 資 格 を持 っ92)自由身 分 者 並 び に 自 由身 分 者 の

家 臣， 第 六 身 分=第 五 身 分 の家 臣， 及 び第 七 身 分=定 義 不 明93)。

 1184年 聖 霊 降 臨 祭 に， 赤 髭 王 は マ イ ンツ で帝 国 会 議 を 開 催 し， そ れ に宮

廷 祭 宴 が 続 く。 騎 士 的 宮 廷 文 化 が花 開 き始 あ る。

 1186年1月 ， ミラ ー ノ で フ リー ドリ ヒ1世 赤 髭 王 の 嫡 子 ハ ィ ン リ ヒ6世

Heinrich VI.(*1165一 国王1169/90一 皇帝1191-1197)と シ シ リア国 王 ル ジ ェ ー ロ2

世Ruggero II.(伯1105一国 王1130-1154)の 息 女 コ ンス タ ンツ ェConstanze(*1154

以後一†1198)と の婚 礼 が 行 わ れ る0こ れ は赤 髭 王 に よ る ノル マ ン勢 力 の シ シ

リア支 配 の承 認 を意 味 す る。 従 って， 教 皇 領 が東 フ ラ ンク王 国 と ビザ ン ッ帝

国 の両 強 国 に囲 ま れ る こ とへ の戦 慄 が ロー マ教 皇 座 に走 る。 俗 権 と聖 権 の対

立 は深 ま り， ロ ー マが フ リー ドリ ヒ赤 髭 王 の教 会 支 配 を 批 判 す る と， 赤 髭 王

はハ ィ ン リ ヒ6世 に教 皇 領 の 大 部 分 を 占領 させ て しま う。 しか し結 局 ， 赤 髭

王 は妥 協 し， ハ ィ ン リ ヒ6世 に よ って 占領 され た 教 皇 領 を返 還 ， 教 皇 の 要 請

に従 って，1188年 ， 第3回 十 字 軍 へ の参 加 を決 定 ，1189年5月 ， 聖 地 に 向

か う。 しか し，1190年6月10日 ， 東 フ ラ ン ク王 国 国 王 フ リー ド リヒ1世 赤

髭 王 は トル コの サ レ フ河Salephで 水 浴 中 溺 死 し， 聖 地 に 到 達 す る以 前 に

あ っけ な い最 後 を遂 げ る。

 フ リー ド リヒ1世 赤 髭 王 か らバ イエ ル ン太 公 位 を受 け た ヴ ィテ ル スバ ハ 家

92)E.Haberkern u. J.F. Wallach ， Hilfsw�terbuch f� Historiker， Francke，

 1964.S.208ff. u.297 u.555に よ れ ば ， 自 由 身 分 者freie Herren或 い はFrei・

 herrenと は， 伯Grafに 次 ぐ王 国 役 職 と され ， 領 主 によ る人 身 支 配 か ら 自由 な 独

 立 的地 主 を言 う。 中世 に お い て は農 民 は殆 ど非 自由民 。 参 審 資 格 を持 つ 自由 身分

 者Sch6ffenbarfreieと は， 下 級 法 廷 の裁 判 官 に な り得 る 自 由身 分 者 で， そ の 資

 格 は， 少 な く と も3フ ー フ ェ (フ ー フ ェは 幅 が あ る面 積 単 位 で凡 そ27万 平 米 程

 度?)以 上 の土 地 を所 有 す る自 由身 分 の地 主 ， 或 い は家 人 ， と さ れ る。

93) LMA， Bd. IV. Sp.2007f.
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の オ ッ トー2世 の 家 系 は， 史 料 上 は古 くまで 遡 れ な い。 ア ヴェ ンテ ィー ヌス

(*1477一†1534，本稿前編 ・註33参 照)は ， シ ャ イ ァ ンScheyernの 最 初 の伯 は，

バ イ エル ン太 公 ア ル ノル フArnolph(=ア ル ヌル フ悪玉公)の 子 息 ア ル ノ ル フ

Arnolphで ， こ の子 息 が シ ェ ィル ンScheirn(=シ ャイァ ン)を 造 った
， と述

べ て， ヴ ィテ ル ス バ ハ家 の 由来 を10世 紀 まで 遡 り， 彼 は次 の よ う に推 測 す

る ：シ ャ イ ァ ン地 域 に は ス キ ー レ ン人Skiren(本 稿前編 ・90ペ ー ジ参 照)が 居

住 して お り， ヴ ィテ ル ス バハ 家 は そ の後 裔 か も しれ な い， と94)。 しか し こ こ

に は， 具 体 的 に どの よ うな 系 譜 を 辿 って ル ー イ トポ ル ド家 の ア ル ヌル フ悪 玉

公(在 職907-937， 本稿前編61ペ ージ以下参照)に 繋 が るか につ い て の発 言 は無

い。 この よ うな推 測 を交 え て の論 を進 め て行 けば ， ヴ ィテル スバ ハ 家 の祖 先

は カ ー ロ リング家 ， と断 ず る こ と も不 可 能 で は な い。 ア ヴ ェ ンテ ィー ヌ スの

言 は ヴ ィテ ル スバ ハ 家 の系 譜 を作 成 しよ うと す る場 合， ヒ ン トを与 え こそ す

るが ， 何 ら具 体 的 な デ ー タを 提 供 しな い。 こ の間 の事 情 は， 近 年 の研 究 に お

いて も ま った く同 じで， ヴ ィ テル スバ ハ 家 の 最 古 の状 況 を伝 え る史 料 は未 だ

現 れ て い な い95)が， 現 在 は大 体 以 下 の如 き繋 が りで ヴ ィテ ル スバ ハ 家 は そ の

祖 先 を推 定 し得 る， と され る96)。史 料 に登 場 す る最 古 の ヴ ィテ ル スバ ハ 家 の

人 物 は，1040年 頃 か ら1078年 頃 ま で フ ラ イ ジ ン グの大 司教 区 付 僧 院 の 寄 進

名 簿 に度 々登 場 す る シ ャ イ ァ ン伯 オ ッ トーcomes Otto de Skyrun(†1078以

後)で あ る。 彼 は シ ャ イ ァ ンか らケ ルハ イムKelheimに 広 が る伯 領 を管 轄 し

て いた と推 定 され る。 この 最 初 の シ ャ イ ァ ン伯 が ， フ ラ イ ジ ン グ司教 区 の免

除特 権 保 護 司 で あ り， フ ラ イ ジ ング司教 座 の 世 俗 的 支 配 権 を行 使 して い た。

この シ ャ イ ァ ン伯 の先 祖 が ル ー イ トポ ル ド家 の 創 始 者 ル ー イ トポ ル ド伯(在

職895一†907)の 後 裔 と さ れ， ル ー イ トポ.ルド伯 の子 息 の アル ヌル フ悪 玉 公 ，

94)Pankraz Fried， Zur Fr�geschichte der Wittelsbacher und des Klosters

 Scheyern， in：Toni Grad(hg.)， Die Wittelsbacher im Aichacher Land，

 Verlag Mayer&S�ne KG， Aichach，1980. S.13.

95) Ebd.，5.13.

96) Ebd.， S.13f. u.5.29-31.



46

そ の子 息 の ア ル ヌ ル フ宮 廷 伯(*?一 †954)， そ の 子 息 ラ ィゼ ンス ブル ク の ベ ル

トル ド(†976年 以 後)を 経 て， 史 料 的 に は確 証 され て い な い シ ャ イ ァ ン伯 バ

ボ97)Baboに 至 り， バ ボ の 子 息 で 伯 オ ッ トーOttoが ， 上 述 の シ ャ イ ァ ン伯

オ ッ トーの 父 に当 た る， と さ れ る。 こ こま で の系 譜 を纏 あ れ ば， ル ー イ トポ

ル ド家(本 稿前編 ・註12参 照)創 始 者 ル ー イ トポ ル ド伯 → ア ル ヌ ル フ悪 玉 公

→ ア ル ヌル フ宮 廷 伯 → ラ ィゼ ンス ブ ル ク の ベ ル トル ド→?シ ャ イ ァ ン伯 バ ボ

→?伯 オ ッ トー→?シ ャ イ ァ ン伯 オ ッ トー， と な る (人名 の前 に置かれ た→?

印は史料 的根拠 の欠如 を示す)。 これ が 推 測 を も含 め て辿 った ヴ ィテ ル ス1¥ハ 家

とル ー イ トポ ル ド家 の つ な が り98)であ る。 修 史 家 フ ラ イジ ング の オ ッ トー も，

ア ル ヌ ル フ宮 廷 伯 を シ ャ イ ァ ン伯 オ ッ トー ら一 族 の祖 ， 即 ち ヴ ィ テル スバ ハ

家 の先 祖 と考 え て い る， との報 告 もあ る99)。

 シ ャ イ ァ ン伯 オ ッ トー， 即 ち オ ッ トー2世 以 後 の 系 図 はす べ て 史料 的確 認

に基 づ く。 こ の シ ャ イ ァ ン伯 オ ッ トー2世 は二 度 目の妻 との 間 に エ ケ ハ ル ド

1世Ekkehard I.(†1091以 前)， ベ ル ンハ ル ド1世Bernhard I.(†1104)， 及 び

オ ッ トー3世Otto III.(†1121/22)を 設 け る。 長 子 エ ケ ハ ル ド1世 の子 息 の一

人 オ ッ トー5世Otto V。(†1156)が ， 古 い城 の廃 墟 の上 に新 た に造 られ た城

97)W.St6rmer， in：LMA， Bd.1， Sp.1322f.に よれ ば ， バ ボ家Babonen或 は

 Pabonenは10世 紀 末 か ら系 譜 が 判 る。 同 家 か ら レー ゲ ン ス ブル ク城 伯 ， ドナ ウ

 河 西 部 地 域 の 伯 が 出 て い て，1196年 に 同 家 が 消 滅 す る と， そ の 遺 領 は ヴ ィ テ ル

 ズ バ ハ家 に 引 き継 が れ る， と され る。 この 説 に従 え ば， バ ボ家 の 遺 産 が ヴ ィ テ ル

 スバ ハ家 に 引 き継 が れ るの は， ヴ ィ テル スバ ハ 家 の第 二 代 バ イ エル ン太 公 ル ー ト

 ヴ ィ ヒ1世Ludwig I.(*1174一 †1231)の 時代 頃 で あ ろ うか。 更 に本 稿 註58に あ

 る よ う に， ヴ ィテ ル スバ ハ 家 は， ズ ル ッ バ ハ家 が1188年 に断 絶 した後 ， 同 家 の

 遺 領 の一 部 も吸 収 した ら しい。

98)Pankraz Fried， Die Herkunft der Wittelsbacher， in：Hubert Glaser(hg .)，

 Die Zeit der fr�en Herz�e， MUnchen， Hirmer Verlag，1980. S.30に よ れ ば，

 同 様 に推 測 に頼 って ヴ ィテ ル ス バ ハ家 の先 祖 を ， アギ ロル フ ィ ン グ家 の バ イエ ル

 ン太 公 ガ リバ ル ド1世 ， とす る説 もあ る。

99) K.Reindel， Die bayerischen Luitpoldinger 893-989， M�chen ， C.H. Beck，

 1953.S.220.尚 ， この 書 に は ヴ ィテ ル ス バ ハ家 とル ー イ トポ ル ド家 間 の っ な が り

 を推 定 した 系 譜 も掲 載 され て い る。
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の名 ヴ ィ テ ル スバ ハWittelsbach一 一一こ れ は近 年 の 発 掘 で判 っ た ら しい一 一.

に因 ん で1115/16年 頃 か ら一 家 を ヴ ィテ ル スバ ハ 家Wittelsbacherと 名 乗 り

始 めioo)， 彼 が ， ヴ ィテ ル ス バハ 伯1世 ， 同 時 に バ イ エル ンの 宮 廷 伯1世 で

あ り， 通 常 ヴ ィテ ル スバ ハ 家 の オ ッ トー1世 と され る。 そ の 子 息 オ ッ トー8

世(†1183)， 即 ち， バ イエ ル ンの宮 廷 伯 オ ッ トー2世 が， フ リー ド リヒ1世

バ ル バ ロ ッサ に よ りバ イ エ ル ン太 公 に任 命 さ れ て
， バ イエ ル ン太 公 と して

オ ッ トー1世 と さ れ る。 史 料 上 の確 認 に基 づ くヴ ィテ ル ス バ ハ家 の系 譜 を纏

めれ ば， シ ャ イ ァ ン伯 オ ッ トー2世 → シ ャ イ ァ ン伯 エ ケハ ル ド1世 → バ イエ

ル ンの 宮 廷 伯 オ ッ トー1世 → バ イエ ル ンの宮 廷 伯 オ ッ トー2世
， 即 ち， バ イ

エル ン太 公 オ ッ トー1世 と い う形 にな る。 従 って ， 史 料 的 に確 認 され て か ら

第4代 目 の ヴ ィ テ ル スバ ハ 家 当 主 が ，1180年 ， ヴ ェ ル フ家 に替 わ っ て バ イ

エ ル ン太 公 に任 命 され， バ イエ ル ンの新 た な変 転 豊 か な歴 史 の創 始 者 とな る。

ヴ ィ テ ル ス バ ハ 家 は以 後 ， 第 一 次 世 界 大 戦 終 了 時 の1918年 ま で，738年 の

永 き に亙 って ， バ イエ ル ンを統 治 す る。

お わ り に

 「慈悲」，いっ くしみあわれむ心，これは生 きとし生けるものすべてを苦 し

みから救済する。 この愛の精神は阿弥陀信仰に具体化される。決 して生者を

殺さないという心情 もここに根差す。阿弥陀仏，観音像が我々を惹きっけて

やまないのも， こんなところに起因するのだろう。 「っなぐ力と解 く力」 が

聖ペテロを通 して神から教皇に与えられていると前提するキ リス ト教は，異

100)Pankraz Fried， Zur Fr�geschichte der Wittelsbacher
，5.14.

[訂 正] 本 紀 要 第33号 の筆 者 に よ る論 文 「グ レ ゴ リ ゥス 改革 とバ イエ ル ン ・前編 」

109ペ ー ジ註130の5-7行 目 「因 み にlmmunit舩 ， Vogtの 一.一fautor(促 進 者 ・保

護 者)」 を 以 下 の ご と く訂 正 す る ：Immunit舩は ラ テ ン語 のimmuns(義 務 の 無

い ・義 務 を免 除 さ れ た)を ，Vogtは ラ テ ン語 のvocatus(保 護 の た め に召 還 さ れ

た)を 語 源 とす る(Vogtに っ いて はFritz Tschirch ， Einf�rung in das Studium

des Mittelhochdeutschen，1963， Jena und Leipzig ， Verlag von Wilhelm Gronau，

S.35に よ る)o
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端概念を強烈に打ち出し，キリス ト教に帰依 した者とそうでない者を二分す

る。異端者はキリスト者世界の外に生 きる。彼 らは現世において既に地獄の

苦 しみを嘗あて当然とされ，執拗な迫害，残酷な処罰が行われる。信仰を深

める場である僧院の一隅が国事犯や異端者の収容所，更には処刑場と化す。

敵と味方を峻別するこのような思考は，キ リスト教世界の日常生活にも根を

張る。

 宗教 は，仏教であろうとキ リスト教であろうと，現世に帰属する以上，政

治的存在たらざるを得ない。叙任権闘争を振 り返 ってみると，政教分離を意

図 したと読める動 きもないではない。だが，権威を笠に着て階層を積み重ね，

教条化の深みにはまって行 った既存組織の中には，イエスの説 く道を真 に追

求する者たちの居場所は既に無か ったのではあるまいか。

                                 〈完〉

 本稿 は ミュンヒェン大学教授 ・バ イエル ン史研究所所長Prof. Dr. Walter Ziegler

氏の ご好 意 と同研究所の便宜提供を受 けて成 った ものであ る。 特記 して感謝 の意 を表

したい。 また グレゴ リゥス改革にっいて筆者に助 言を下 さった ミュ ンヒェ ン大学名誉

教授Prof. em. Dr. Wilhelm St6rmer氏 ， 及 び， エ ァランゲ ン大学文学部助手Dr.

Andreas Otto Weber氏 の両氏 に も厚 く御礼 申 し上 げ る。

 本論攷 を もって， 筆者 によるバ イエル ンに関す る一連 の 「歴史的地域研究試論」 を

終 える。 拙論 のために多 くの紙数 を割 いて下 さ った 日吉紀 要刊 行委員会及び紀要 「ド

イツ語学 ・文学」 の編集委員各位 に心 か らの感謝 を捧 げ る。

      2001年11月5日     ミュ ンヒェンにて     筆者
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ò
雨
O
臑
o
>
.=b
あり
4潟

ロo
》
邑N
=

↑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

，旧
で
一〇
冒」イ
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Σ
国
，一)
門

 
，一冖
ひ
翩
竃
コ

.【
げ
差
U
三
〇紹
○

儒
り」
り。り噌̀
O一〇
ヒ
2
のゆ

 

-七
誓
」召
O
」
コN
も
コ
』
で
壽
=

のò
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